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第一部【企業情報】

第１【企業の概況】

１【主要な経営指標等の推移】

(1）連結経営指標等

回次 第８期 第９期 第10期 第11期 第12期

決算年月 平成16年３月 平成17年３月 平成18年３月 平成19年３月 平成20年３月

売上高（千円） － 14,336,025 10,583,368 7,980,746 16,516,671

経常利益又は経常損失

（千円）
－ 645,913 511,313 △617,202 1,080,837

当期純利益又は当期純損失

（千円）
－ 318,377 225,782 △408,576 858,780

純資産額（千円） － 1,871,021 2,351,289 2,006,073 3,636,025

総資産額（千円） － 17,233,673 24,792,972 30,909,123 28,027,369

１株当たり純資産額（円） － 60,198.21 68,556.72 54,197.14 93,379.86

１株当たり当期純利益又は

当期純損失（円）
－ 10,068.16 6,714.71 △11,873.42 23,002.85

潜在株式調整後１株当たり

当期純利益（円）
－ 9,614.43 6,610.51 － 22,734.05

自己資本比率（％） － 10.9 9.5 6.0 13.0

自己資本利益率（％） － 19.3 10.7 △19.4 31.2

株価収益率（倍） － 13.51 43.64 － 5.17

営業活動によるキャッシュ・

フロー（千円）
－ △1,273,403 △7,756,074 △7,686,250 6,682,336

投資活動によるキャッシュ・

フロー（千円）
－ △162,433 △430,502 12,761 △490,547

財務活動によるキャッシュ・

フロー（千円）
－ 2,780,490 9,352,164 4,975,340 △5,846,310

現金及び現金同等物の期末残

高（千円）
－ 3,534,798 4,700,386 2,002,238 2,347,715

従業員数[外、平均臨時雇用者

数]（人）

－

[－]

39

[1]

44

[1]

46

[1]

52

[－]

　（注）１．第９期より連結財務諸表を作成しているため、それ以前については記載しておりません。

２．売上高には、消費税等は含まれておりません。

３．第11期より「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準」（企業会計基準第５号　平成17年12月９

日）及び「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準等の適用指針」（企業会計基準適用指針第８号

　平成17年12月９日）を適用しております。

(2）提出会社の経営指標等

回次 第８期 第９期 第10期 第11期 第12期

決算年月 平成16年３月 平成17年３月 平成18年３月 平成19年３月 平成20年３月

売上高（千円） 9,530,039 14,336,025 10,583,368 7,980,746 16,516,671

経常利益又は経常損失

（千円）
162,577 795,643 709,070 △249,711 1,050,040

当期純利益又は当期純損失

（千円）
92,228 465,147 413,110 △170,338 926,106

持分法を適用した場合の投資

利益（千円）
－ － － － －
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回次 第８期 第９期 第10期 第11期 第12期

決算年月 平成16年３月 平成17年３月 平成18年３月 平成19年３月 平成20年３月

資本金（千円） 508,500 592,500 763,750 769,000 1,266,817

発行済株式総数（株） 14,940 31,211.7 34,321.86 34,461.86 38,940.86

純資産額（千円） 1,434,153 2,017,792 2,685,389 2,439,807 4,275,687

総資産額（千円） 13,030,089 11,061,128 11,435,907 17,811,223 22,346,001

１株当たり純資産額（円） 96,699.73 64,920.40 78,298.07 70,807.32 109,807.58

１株当たり配当額(うち１株当

たり中間配当額)（円）

3,750円

(－）

2,500円

(－）

2,500円

(－) 

2,500円

(－) 

   2,500円

(－）　

１株当たり当期純利益又は

当期純損失（円）
6,202.27 14,987.67 12,285.83 △4,950.12 24,806.19

潜在株式調整後１株当たり

当期純利益（円）
6,150.92 14,312.24 12,095.19 － 24,516.33

自己資本比率（％） 11.0 18.2 23.5 13.7 19.1

自己資本利益率（％） 6.4 26.9 17.6 △6.6 27.6

株価収益率（倍） 45.14 9.07 23.85 － 4.80

配当性向（％） 60.3 16.7 20.3 △50.5 10.1

営業活動によるキャッシュ・

フロー（千円）
△1,737,824 － － － －

投資活動によるキャッシュ・

フロー（千円）
△252,434 － － － －

財務活動によるキャッシュ・

フロー（千円）
△648,437 － － － －

現金及び現金同等物の期末残

高（千円）
2,187,144 － － － －

従業員数[外、平均臨時雇用者

数]（人）

34

[2]

39

[1]

44

[1]

46

[1]

52

[－]

　（注）１．売上高には、消費税等は含まれておりません。

２．潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、第11期は潜在株式はありますが、１株当たり当期純損失
であるため記載しておりません。

３．株価収益率については、第11期は１株当たり当期純損失であるため、記載しておりません。

４．平成15年５月20日をもって１株につき２株の割合で、また平成16年11月19日をもって同様の割合で株式分割
を行っております。

５．第９期より連結財務諸表を作成しているため、営業活動によるキャッシュ・フロー、投資活動によるキャッ

シュ・フロー、財務活動によるキャッシュ・フロー及び現金及び現金同等物の期末残高は記載しておりませ

ん。
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２【沿革】

年月 事項

平成９年２月 都市型マンションの開発、分譲を主たる事業目的として、東京都港区赤坂に、資本金50百万円で、株

式会社サンウッドを設立

平成９年３月 資本金200百万円に増資

平成９年３月 宅地建物取引業免許（東京都知事（１）第75075号）を取得

平成９年６月 本社を東京都港区虎ノ門一丁目17番１号に移転

平成９年８月 特定建設業・建築工事業免許（東京都知事（特‐９）第107077号）を取得

平成９年８月 一級建築士事務所登録を実施（東京都知事登録第42340号）

平成14年６月 日本証券業協会に株式を登録　資本金508百万円に増資

平成16年７月 有限会社ＳＷプロパティーズ（現・連結対象会社）設立

平成16年12月 日本証券業協会への店頭登録を取消し、ジャスダック証券取引所に株式を上場

　平成17年７月 　資本金758百万円に増資

　平成17年12月 　本社を東京都港区虎ノ門三丁目２番２号（現在地）に移転　

　平成18年２月 　永田町プロジェクト有限責任中間法人（現・連結子会社）設立

　平成18年３月 　東京ディベロップメントサード特定目的会社（現：連結子会社）設立

　平成19年７月 　資本金1,266百万円に増資
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３【事業の内容】

　当社の企業集団は、当社及び連結対象会社３社で構成されており、下記の事業を展開しております。

(1）不動産販売事業

　　東京都心部を中心とするエリアにおいて、新築分譲マンションの開発・企画・販売を行っております。

なお、当社グループでは立地の選定や商品企画、価格設定等において、それぞれのシリーズの需要特性に 合

致した商品開発を行うことによって、顧客満足度の高いマンションを供給することに注力しております。

(2）その他事業

　　①不動産受託販売

他の事業者（当社グループとの共同事業者を含む）から分譲マンションの販売業務を受託するいわゆる販

売代理事業を行っております。

　　②工事請負

主に当社グループが分譲したマンションの購入者からの内装や住宅設備についての変更の要請に基づき、

それに対応した設計監理並びに工事の請負を行っております。

　　③その他

不動産の斡旋・仲介、自社所有不動産の賃貸、損害保険代理業務等の業務を行っております。

　また、当社の企業集団は森ビルグループに属しております。

　森ビル株式会社及びその関係者は、平成20年３月31日現在、当社株式の23.60％を保有しております。

　森ビルグループは、都市複合開発と不動産の賃貸及び管理事業を主たる業務としておりますが、当社は同社グ

ループにおいて、マンションの企画・開発及び分譲を営むグループ会社として位置づけられており、その事業内

容は以下のとおりであります。なお、同社グループ内においては、同社を含め当社の事業と競合する事業を営む

会社は現在のところありません。

　当社の企業集団の事業系統図は下記のとおりであります。
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４【関係会社の状況】

(1）連結子会社

名称 住所
資本金
（千円）

主要な事業の内容
議決権の所
有割合
（％）

関係内容

(有)ＳＷプロパティーズ

（注）１.２.３
東京都中央区 3,000

不動産販売事業に付

随する事業
－

マンション用地の売

買予約

永田町プロジェクト有限

責任中間法人

（注）４

東京都港区 5,000
不動産販売事業に付

随する事業
－

マンション用地の売

買契約

東京デベロップメント

サード特定目的会社

（注）５

東京都港区 600,100
不動産販売事業に付

随する事業
－

マンション用地の売

買契約

（注）１．有限会社ＳＷプロパティーズは、当社とは資本関係のない有限責任中間法人ＳＷプロパティーズが議決権を

100%所有する特別目的会社であり、当社との資本的・人的関係は一切ありません。

２．当社および共同事業者３社で推進中の大型マンション事業「赤坂タワーレジデンス」用地の一部を取得及

び保有しております。

３．上記プロジェクトにおける当社の事業シェアは31.9%であり、建物竣工後、当社が同社の保有する土地持分を

買受ける旨の売買予約契約を締結していることから、同社の権利義務および損益等のリスクを実質的に当社

が負担しているとの見方もできるため、第9期連結会計年度より連結の範囲に含めております。

４．永田町プロジェクト有限責任中間法人は、東京デベロップメントサード特定目的会社の議決権を100％所有

する特別目的会社であります。当社が100％の出資を行っていることから実質的な支配があるため、第10期連

結会計年度より連結の範囲に含めております。

５．東京デベロップメントサード特定目的会社は、同社の権利義務及び損益等のリスクを実質的に当社が100％

負担しているため、第10期連結会計年度より連結の範囲に含めております。

(2）その他の関係会社

　第11期連結会計年度より、森ビル株式会社がその他の関係会社となりましたが、同社の状況については、52頁の

「関連当事者との取引」に記載していますので、ここでは省略しております。
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５【従業員の状況】

(1）連結会社の状況

        事業の種類別セグメント情報を記載していないため、事業部門別の従業員数を示すと次のとおりであります。

　 平成20年３月31日現在

事業部門の名称 従業員数（人）

開発部門 14 　

営業部門 20  

建築部門 8 　

管理部門 10  

合計 52  

　（注）　従業員数は、就業人員であり、臨時雇用者は該当ありません。

(2）提出会社の状況

　 平成20年３月31日現在

従業員数（人） 平均年齢（歳） 平均勤続年数(年） 平均年間給与（円）

52　 36.9　 4.0　 6,333,757

　（注）１．従業員数は、就業人員数を表示しております。

２．平均年間給与は、賞与及び基準外賃金を含んでおります。

　

(3）労働組合の状況

　労働組合は結成されておりませんが、労使関係は円満に推移いたしております。
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第２【事業の状況】

１【業績等の概要】

(1）業績

　当社グループの属する不動産業界、特に住宅市場におきましては、2007年度の首都圏のマンション新規発売戸数が６

万戸強に止まり、前年度比約18％減少しました。これは、地価・建築工事費の上昇に伴う販売価格の上昇による販売の

低迷があることに加え、年後半における建築基準法改正に伴う住宅着工の遅れによるものであります。住宅着工につ

いては改善の兆しはあるものの、地価・建築工事費については当面高水準で推移することも予想され、注視を要する

状況が続くものと思われます。

　このような状況下、当社グループは従来からの経営方針であります高品質なマンションの供給を継続することに注

力して参りました。当社の当期連結経営成績は以下の通りであります。

　
当　期 前　期

 増減（率）
 (平成19.4.1～平成20.3.31)  (平成18.4.1～平成19.3.31)

 売上高 16,516 7,980 8,535 （107.0％）

 営業利益 1,512 △226 1,739 （－） 

 経常利益 1,080 △617 1,698 （－） 

 当期純利益 858 △408 1,267 （－） 

　売上高の主要セグメントである不動産販売事業については、分譲マンションの引渡物件としては、前連結会計年度に

竣工済みの「サンウッド白金三光坂」及び当連結会計年度に竣工しました「サンウッド尾山台」、「サンウッド上北

沢」「クオリア神南フラッツ」があります。また、開発方針の変更等により事業用地として引渡しを行った物件とし

ては、「永田町２丁目プロジェクト」、「千歳烏山プロジェクト」、「上北沢５丁目プロジェクト」及び「元麻布１丁

目プロジェクト」があります。これにより、不動産販売事業収入は164億38百万円（前連結会計年度比86億15百万円

増）となりました。また、その他事業におきましては、不動産販売に係る仲介手数料等を中心に78百万円となり、前連

結会計年度比79百万円減となりました。

　その結果、売上高は、前連結会計年度と比較して85億35百万円増加し、165億16百万円となりました。

　一方、利益面では、売上原価が136億34百万円、販売費及び一般管理費が13億69百万円となったため、営業利益で15億

12百万円を計上し、前連結会計年度比17億39百万円増加いたしました。また、経常利益においては前連結会計年度比16

億98百万円増加し、10億80百万円となり、当期純利益は前連結会計年度比12億67百万円増の８億58百万円となりまし

た。

　以上、当連結会計年度におきましては、大型プロジェクトである「永田町２丁目プロジェクト」の事業用地売却が寄

与し、売上高、利益面の両面において、過去最高を更新することができました。

(2）キャッシュ・フロー

　当連結会計年度のキャッシュ・フローの状況

　当連結会計年度における「現金及び現金同等物」（以下「資金」という。）は、期首に比べて３億45百万円増加

し、当連結会計年度末の資金残高は23億47百万円となりました。

　当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。

　（営業活動によるキャッシュ・フロー）

　当連結会計年度において営業活動の結果得られた資金は66億82百万円（前連結会計年度は76億86百万円の使

用）となりました。

　これは、税金等調整前当期純利益が15億78百万円計上できたこと、及び仕掛品が減少したことが主な要因であ

ります。

　（投資活動によるキャッシュ・フロー）

　当連結会計年度において投資活動の結果使用した資金は４億90百万円（前連結会計年度は12百万円の取得）

となりました。

　これは主に、定期預金の預入れしたことが主な要因であります。

　（財務活動によるキャッシュ・フロー）

　当連結会計年度において財務活動の結果使用した資金は58億46百万円（前連結会計年度は49億75百万円の取

得）となりました。

　これは、長期借入金を返済したことが主な要因であります。
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２【販売及び受注の状況】

(1）販売の状況

ⅰ　売上高の状況

区分

前連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

金額（千円） 構成比（％） 金額（千円） 構成比（％）

(1）不動産販売事業 7,823,158 98.0 16,438,336 99.5

(2）その他事業 157,587 2.0 78,335 0.5

  ① 不動産受託販売 232 0.0 － －

  ② 工事請負 38,887 0.5 4,954 0.0

  ③ その他 118,468 1.5 73,381 0.5

合計 7,980,746 100.0 16,516,671 100.0

　（注）上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

ⅱ　販売実績

区分

 
前連結会計年度

（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

 
当連結会計年度

（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

 物件名 販売数量
金額
（千円）

 物件名 販売数量
金額
（千円）

不動産販売事業

 ブリリアヒルズ宮前平 0.8戸 31,039  サンウッド白金三光坂 2戸 319,897

 サンウッド白金三光坂 17戸 2,546,875  サンウッド尾山台 12戸 624,069

 　    サンウッド上北沢 8戸 484,984

 　 　   クオリア神南フラッツ 26.7戸 1,331,587

分譲マンション 17.8戸 2,577,914 分譲マンション 48.7戸 2,760,539

 御殿山 － 1,178,244  －  － －

土地付賃貸物件 － 1,178,244 土地付賃貸物件 － －

 

南麻布 － 2,147,000

 

永田町  － 8,600,000

中野中央 － 1,020,000 千歳烏山 － 2,250,000

用賀  － 900,000 上北沢 － 2,610,000

　 　  元麻布 － 217,796

土地 － 4,067,000 土地 －　 13,677,796

 小計 － 7,823,158  小計 － 16,438,336

その他

事業

 不動産

受託販売

ブリリアヒルズ宮前平 － 232 － － －

小計 － 232 小計 － －

工事請負

サンウッド白金三光坂 － 38,352 サンウッド白金三光坂 － 494

サンウッド文京千駄木フラッツ － 534 サンウッド尾山台 － 3,505

　 　  サンウッド上北沢 － 953

小計 － 38,887 小計 －　 4,954

 その他 － － 118,468 － －　 73,381

 小計 － － 157,587 － －　 78,335

合計 － － 7,980,746 － －　 16,516,671

　（注）１．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

　　　　２．「クオリア神南フラッツ」及び前連結会計年度における．「ブリリアヒルズ宮前平」は、共同事業であり、当社

の事業持分相当の販売数量及び金額を表示しております。
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(2）契約の状況

　最近２連結会計年度の不動産販売の契約実績は次のとおりであります。

区分

前連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

期首契約残高 期中契約高 期末契約残高 期中契約高 期末契約残高

数量
金額
（千円）

数量
金額
（千円）

数量
金額
（千円）

数量
金額
（千円）

数量
金額
（千円）

分譲マン

ション
0.8戸 31,039 205.4戸 23,036,907 188.4戸 20,490,032    22.5 戸 1,163,712 162.2戸 18,893,205

土地付賃

貸物件
－ － － 1,178,244 － － －　 － －　 －

土地 － 1,870,000 － 2,197,000 － － －　 13,677,796 －　 －

合計 0.8戸 1,901,039 205.4戸 26,412,151 188.4戸 20,490,032 　22.5 戸 14,841,509 　162.2戸 18,893,205

　（注）１．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

２．共同事業物件に関しては、当社グループの事業持分相当の契約高を算出しておりますので、数量に小数点以

下の端数が出ております。

３【対処すべき課題】

　現在、当社グループでは、平成21年３月期に引渡し予定であります「赤坂タワーレジデンス」に続いて、「（仮称）

鳥居坂プロジェクト」及び「（仮称）横浜北仲プロジェクト」という２つの大型プロジェクトを平成21年度以降の

事業の核として推進しております。しかしながら、大型プロジェクトが２年以上の長期間に亘る工期であることや事

業規模が大きいことから、１事業年度で業績をみた場合、大型プロジェクトのみでは年度毎に売上高・利益に不安定

な偏りが出てくる可能性は否定できないところであります。従って、当社としては、事業期間の短い中小型プロジェ

クトの事業用地を取得して１棟当たりの戸数が少ない分譲マンションを販売していくことで、将来の成長を確実か

つ安定的なものにすることが最大の課題と考えております。今後、当社グループが確実かつ安定的に事業を継続させ

ていくためには、上述した大型プロジェクトを幹として、その周辺に事業期間の短い中小型プロジェクトを積極的に

事業化していくことが肝要であると考えております。

　ただし、昨今の不動産業界を取り巻く環境は、不動産投資信託や私募型不動産ファンド等により都心部を中心とし

て土地価格が上昇するとともに、原油・原材料価格高騰に伴う建築資材・建築費の急激な上昇を引き起こしており、

厳しい状況下にあります。そのような環境下、上昇したコストも含め、厳しいコストマネージメントが強いられるこ

とから、基本的には、下記３項目の具体的施策を実施する一方で、事業用地の取得については価格面で従来以上によ

り慎重な検討を進めるとともに、請負建築会社の選定についても品質重視を考慮しつつ価格競争力を持った建築会

社を選定して参る所存です。

　　　①　用地取得部門における有能な人員を引き続き確保

　　　②　都心部以外においても住宅用地として当社理念に合致した事業用地であれば積極的に取得

　　　③　共同事業への参画による事業の拡大化

４【事業等のリスク】

　当社グループの経営成績、株価及び財務状況等に影響を及ぼす可能性のあるリスク要因については以下のものがあ

ります。なお、文中における将来に関する事項は、当連結会計年度末現在において当社が判断したものであります。

(1) 不動産市況等の影響について

  当社グループの主要事業であるマンション分譲事業は、景気動向、金利動向、新規供給物件動向、不動産販売価格

動向、住宅税制、等の影響を受けやすいため、景気見通しの悪化や大幅な金利の上昇、あるいは供給過剰による販売

価格の下落の発生等、これらの情勢に変化があった場合には、購買者のマンション購入意欲を減退させる可能性が

あり、その場合には、当社グループの経営成績は影響を受ける可能性があります。

(2) プロジェクトの進行状況による経営成績の変動について

  当社グループは、現状程度の事業規模のもとでは、連結会計年度の売上高に占める１物件当たりの比率が極めて

高くならざるを得ない体質にあります。従いまして、特に年度末近くに竣工・引渡しを計画している物件について、

契約獲得は順調に進んでいても顧客への引渡しが翌年度にずれ込むといった事態が生じた場合には、当該年度の当

社グループの経営成績は影響を受ける可能性があります。また、同様の事由により、同一連結会計年度内においても

時期によって経営成績に偏りが生じる場合があります。

(3) 当社グループの売上構成の変動について

EDINET提出書類

株式会社サンウッド(E04001)

有価証券報告書

10/99



  当社グループは、マンション分譲事業を主要事業としておりますが、用地の取得後に不動産市況や周辺土地との

一体開発等、状況の変化に応じて建築工事に着工せず事業用地として、あるいは建物を建設した上で土地付賃貸物

件として売却する場合があります。その場合には当社グループの売上全体に占めるマンション分譲事業の割合が減

少し、当社グループの売上構成が大幅に変動する可能性があります。

  直近４期間の事業別の売上高は下表の通りです。

（単位：百万円、％）

　 平成17年３月期 平成18年３月期 平成19年３月期 平成20年３月期

　 金額 構成比 金額 構成比 金額 構成比 金額 構成比 

 分譲マンション 12,075 84.2 10,275 97.1 2,577 32.3 2,760 16.7

 事業用地等 2,003 14.0 － － 5,245 65.7 13,677 82.8

 その他 257 1.8 307 2.9 157 2.0 78 0.5

合計 14,336 100.0 10,583 100.0 7,980 100.0 16,516 100.0

(4) 金利の変動について

  当社グループの主要事業であるマンション分譲事業は、事業用地の取得から顧客への引渡しまで概ね１年から４

年程度の期間を要します。また当社グループは、第三者による事業計画の採算性のチェックという狙いも含めて、事

業用地取得資金等を主に金融機関からの借入金によって調達しておりますので、当社グループの仕掛品残高及び借

入金残高は、総資産に対し高い割合となっております。従いまして、今後の金利の変動等によっては当社グループの

経営成績及び財務状況は影響を受ける可能性があります。

(5) 事業用地の仕入について

  当社グループは事業の発展に資するため、都心部を中心とした事業用地の取得を進め、成熟した都市住宅環境に

適合したマンションの開発・分譲に努めております。当社グループにおけるそれらの事業の遂行は、十分な不動産

関連情報に基づいておりますが、今後何らかの事情により十分な不動産関連情報の入手が困難となった場合や、事

業用地取得に必要な資金調達が十分に行えなくなった場合には、当社グループの経営成績及び財務状況は影響を受

ける可能性があります。

(6) 訴訟等の可能性について

  当社グループは、開発・分譲するマンションについては、開発段階における当該近隣地域の日照・眺望問題等の

発生に起因する開発遅延や分譲後における瑕疵等を理由とする訴訟等が提起される可能性があり、その場合には当

社グループの経営成績及び財務状況は影響を受ける可能性があります。

(7) 建築工事の外注について

  当社グループは、マンションの企画・開発及び分譲を主たる業務としておりますが、建築工事につきましてはそ

の全てを外注によって行っております。外注の委託先である建設業者の選定にあたっては、施工能力、施工実績、財

務内容等の社会的信用力等を総合的に勘案したうえで行っており、また、工事着工後においては、施工者、設計者及

び当社による工程ごとの管理を実施すること等により工事遅延防止や品質管理に努めておりますが、建設業者が経

営不安に陥った場合や物件の品質に問題が発生した場合には計画どおりの開発に支障をきたす可能性があり、その

場合には、当社グループの経営成績及び財務状況は影響を受ける可能性があります。

(8) 不動産関連規制について

  当社グループの属する不動産業界は、「国土利用計画法」、「宅地建物取引業法」、「建築基準法」、「都市計画

法」等により法的規制を受けております。当社は不動産業者としてこれらの規制を受け、「宅地建物取引業法」に

基づく免許を取得し、不動産販売、不動産受託販売及び関連事業を行っております。今後上記の改廃や新たな法的規

制が設けられる場合には、当社グループの事業が影響を受ける可能性があリます。
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(9) 販売用不動産の瑕疵について

  「住宅の品質確保の促進等に関する法律」や社団法人不動産協会の定めるアフターサービス基準等に基づき、当

社グループが分譲するマンション等の販売用不動産は、構造耐力上影響のある部分と屋内への雨水の進入を防止す

る部分に対して10年間の瑕疵保証を行っております。品質管理には万全を期しておりますが、それらの分譲済物件

において、瑕疵担保責任及び製造物責任による損害賠償が発生した場合には、当社グループの業績に影響を及ぼす

可能性があります。

(10) 構造計算書耐震偽装について

  当社グループは、構造計算書偽装問題が社会問題化したことを重く受け止め、当社グループと利害関係のない第

三社機関である社団法人日本建築構造技術者会（JSCA）において構造計算書等の再確認調査を実施いたしました。

なお、再確認対象物件は、当社グループの分譲済物件全てと致しました。現在、当社グループは、当該事件を受けて

「構造設計」に関する審査体制を強化し、同様の問題が生じないような体制を構築しておりますが、今後新たに販

売した物件において構造計算書の偽装が発生した場合には、お客様への補償や当社に対する社会的信用の悪化によ

り、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。

(11) 小規模組織であることについて

  当社は、設立以来、少人数による効率的経営を目指し実践しております。したがって、平成20年3月31日現在におけ

る従業員数は52名と小規模の組織であり、内部管理組織も最小限に留めております。しかしながら、今後、完成プロ

ジェクト及び新規プロジェクトの増大に比例し、内部管理組織及び事業推進に必要となる組織の人員を強化してい

く必要があるとの認識を有しております。そのためには、人材の確保を行っていく必要がありますが、人材の確保が

思うようにできなかった場合には、内部管理組織の充実及び事業の推進に支障をきたす可能性があります。

(12) 個人情報について

  当社グループでは、営業活動に伴い様々な個人情報を入手しているため、内部の情報管理体制の徹底により個人

情報の保護に注力しておりますが、不測の事態により個人情報が流出した場合等には、損害賠償費用の発生や当社

グループの社会的信用の低下等により、業績に影響を与える可能性があります。

(13) 森ビルグループにおける当社グループの位置づけについて

　森ビルグループは、森ビル株式会社を含め25社のグループ企業から構成され、都市複合開発と賃貸及び管理事業を

主たる業務としております。当社グループは、森ビルグループにおいて、マンション企画・開発及び分譲を営むグ

ループ会社として位置づけられております。森ビルを含むグループ内他社が現在行っている住宅関連事業は、原則

として賃貸及び管理に関するものであり、森ビルを含め、当社グループの事業と競合する事業を営む会社はありま

せん。しかしながら将来にわたってグループ他社が当社グループと同様の事業を行う可能性がないことや資本関係

の解消等によりグループ内での位置づけに変化が生じない事を保証するものではありません。従いまして、今後の

森ビルグループの事業戦略によっては、当社グループの業績に影響を与える可能性があります。

５【経営上の重要な契約等】

　該当事項はありません。

６【研究開発活動】

　該当事項はありません。

７【財政状態及び経営成績の分析】

文中の将来に関する事項は、当連結会計年度末現在において当社が判断したものであります。

(1)　財政状態の分析

　　　（資産）

　当連結会計年度末における総資産は、280億27百万円（前連結会計年度比28億81百万円減）となりました。その

内訳は、流動資産が271億94百万円、固定資産が８億32百万円であります。流動資産のうち、仕掛品が前連結会計年

度比53億37百万円減少しておりますが、これは主に、マンション事業用地の売却によるものであります。

　　　（負債）
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　当連結会計年度末における負債合計は、243億91百万円となりました。その内訳は、流動負債が148億15百万円、固

定負債が95億76百万円であります。

　当社は、事業用地を取得するための資金として、大半を金融機関からの借入金により調達しており、プロジェク

ト期間の長短に合せて借入金を短期借入金及び長期借入金に振り分けております。当連結会計年度末における借

入金の総額は、189億40百万円となり、前連結会計年度比61億40百万円減少しました。これは、事業用地を売却した

ことに伴って借入金を返済したことによるものであります。

　　　（純資産）

　当連結会計年度末における株主資本合計は、36億36百万円となり、前連結会計年度比17億68百万円増加しまし

た。この主な要因は、当連結会計年度に実施致しました公募増資によって資本金および資本剰余金がそれぞれ４

億92百万円増加したこと、及び、当期純利益８億58百万円を計上したことによるものであります。これらの結果、

自己資本比率は、前連結会計年度の6.0％から13.0％に向上しております。

(2)　経営成績の分析

 　　 （受注の状況）

　当連結会計年度中の販売活動は、「サンウッド尾山台」「サンウッド上北沢」「クオリア神南フラッツ」を販

売しました結果、分譲マンションの期中契約高は22.5戸（共同事業他社持分除く、以下同じ）、金額で11億63百万

円となりました。また、事業用地としての販売契約高が136億77百万円となりました。

　当該期中契約高に期首の契約残高を合計し、当連結会計年度の売上計上分を控除、当連結会計年度末の契約残高

は、分譲マンションとして162.2戸、金額で188億93百万円となりました。

 　　 （売上高、売上総利益）

　当社グループは、関係法令の遵守はもちろんのこと、従来からの経営方針である高品質なマンションの供給に徹

するとともに、確実な営業活動を展開してまいりました。

　当期引渡物件は、分譲マンションの引渡物件としては、前連結会計年度に竣工済みの「サンウッド白金三光坂」

及び当連結会計年度に竣工しました「サンウッド尾山台」、「サンウッド上北沢」「クオリア神南フラッツ」が

あります。また、開発方針の変更等により事業用地として引渡しを行った物件としては、「永田町２丁目プロジェ

クト」、「千歳烏山プロジェクト」、「上北沢５丁目プロジェクト」及び「元麻布１丁目プロジェクト」があり

ます。

　その結果、不動産販売事業収入は164億38百万円（前連結会計年度比86億15百万円増）となりました。また、その

他事業におきましては、不動産販売に係る仲介手数料等を中心に78百万円となり、前連結会計年度比79百万円減

となりました。これにより、当連結会計年度の売上高は、前連結会計年度比85億35百万円（107.0%）増の165億16

百万円となりました。

　一方、売上原価につきましては、前連結会計年度比68億56百万円（101.2%）増の136億34百万円でしたが、売上の

中心が比較的原価率の高い事業用地売却物件であったこともあり、売上原価率は、前連結会計年度比2.4ポイント

向上し、82.5％となりました。従って、売上総利益は前連結会計年度比16億79百万円（139.6%）増の28億82百万円

となりました。

　　  （営業利益、経常利益、当期純利益）

　販売費及び一般管理費は、前連結会計年度比60百万円減少し、13億69百万円となりました。連結売上高に占める

割合は、8.3%となっております。

　これらの結果、営業利益として15億12百万円を計上いたしました。

　営業外収益は86百万円を計上しました。また、営業外費用のほとんど全てを占める支払利息５億11百万円のう

ち、１億90百万円は連結子会社における事業資金借入に係るものであります。以上の結果、経常利益が10億80百万

円となりました。

　特別損益については、「永田町２丁目プロジェクトに係る和解金」による特別利益が５億円、固定資産除却損に

よる特別損失が２百万円発生しました。法人税等及び法人税等調整額が合計で７億19百万円となり、以上の結果、

当期純利益が８億58百万円となりました。
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第３【設備の状況】

１【設備投資等の概要】

 当連結会計年度における当社の設備投資は7,390千円でありました。その主な内容は、本社建物、販売用物件模型の取

得によるものであります。なお、当連結会計年度において竣工済み物件模型等の除却に伴い、2,682千円の除却損失を計

上しております。

２【主要な設備の状況】

(1）提出会社

　 （平成20年３月31日現在）

事業所名
（所在地）

事業の種類別セ
グメントの名称

設備の内容

帳簿価額（単位：千円）

従業員数
（人）

建物
工具器具
備品

土地

 （面積㎡）
合計

本社

（東京都港区）

不動産販売事業

その他事業

事務所設備

他（注)
19,680 9,495 － 29,176 52

 その他

 （東京都世田谷区）
 その他事業 賃貸設備 61,821 －

68,732

(111.66)
130,553 －

　（注）森ビル株式会社から賃借（585.63㎡）しております。

(2）国内子会社

　　　　該当事項はありません。

(3）在外子会社

　　　　該当事項はありません。

３【設備の新設、除却等の計画】

(1）重要な設備の新設

　特記すべき事項はありません。

(2）重要な除却等

　特記すべき事項はありません。
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第４【提出会社の状況】

１【株式等の状況】

（１）【株式の総数等】

①【株式の総数】

種類 発行可能株式総数（株）

普通株式 64,000

計 64,000

②【発行済株式】

種類
事業年度末現在発行数

（株）
（平成20年３月31日）

提出日現在発行数（株）
(平成20年６月26日)

上場金融商品取引所
名又は登録認可金融
商品取引業協会名

内容

普通株式 38,940.86 38,940.86 ジャスダック証券取引所

権利内容に何ら

限定のない当社

における標準と

なる株式

計 38,940.86 38,940.86 － －

（２）【新株予約権等の状況】

① 旧商法第280条ノ19の規定に基づく新株引受権に関する事項は、次のとおりであります。

　 平成14年２月７日臨時株主総会決議

 
事業年度末現在

（平成20年３月31日）
提出日の前月末現在
（平成20年５月31日）

新株予約権の数 － －

新株予約権のうち自己新株予約権の数（個） － －

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 同左

新株予約権の目的となる株式の数（株） 360 360

新株予約権の行使時の払込金額（円） 75,000 同左

新株予約権の行使期間
平成16年２月８日から

平成23年３月31日まで
同左

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の

発行価格及び資本組入額

発行価格　　75,000円

資本組入額 　37,500円

発行価格　　75,000円

資本組入額 　37,500円
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事業年度末現在

（平成20年３月31日）
提出日の前月末現在
（平成20年５月31日）

新株予約権の行使の条件 （注） （注）

新株予約権の譲渡に関する事項 （注） （注）

代用払込みに関する事項 － － 

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 － －

　（注）　新株予約権の行使の条件及び新株予約権の譲渡に関する事項については、「(8）ストックオプション制度の内

容」をご参照ください。
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　②旧商法第280条ノ20及び第280条ノ21の規定に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。

平成17年６月29日定時株主総会決議

 
事業年度末現在

（平成20年３月31日）
提出日の前月末現在
（平成20年５月31日）

新株予約権の数（個） 333 331

新株予約権のうち自己新株予約権の数

（個）
－ －

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 同左

新株予約権の目的となる株式の数（株） 333 331

新株予約権の行使時の払込金額（円） 140,939 140,939

新株予約権の行使期間
平成19年６月30日から

平成27年６月29日まで
同左

新株予約権の行使により株式を発行する場

合の株式の発行価格及び資本組入額（円）

発行価格　  　  無償

資本組入額　　70,470

発行価格　  　  無償

資本組入額　　70,470

新株予約権の行使の条件

・新株予約権者は、権利行使時においても、

当社または当社の子会社の従業員もしく

は取締役のいずれかの地位を有すること

を要する。ただし、新株予約権者の退職ま

たは退任後の権利行使につき正当な理由

があると当社取締役会が認めた場合はこ

の限りではない。

・各新株予約権１個当たりの一部行使はで

きないものとする。

・その他の権利行使の条件は、株主総会決

議及び取締役会決議に基づき、当社と新

株予約権の割当を受けた者との間で締結

する新株予約権割当契約の定めるところ

による。

同左

新株予約権の譲渡に関する事項
新株予約権を譲渡するには、当社取締役会

の承認を要するものとする。
同左

代用払込みに関する事項 － － 

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に

関する事項
－ － 

平成17年６月29日定時株主総会決議
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事業年度末現在

（平成20年３月31日）
提出日の前月末現在
（平成20年５月31日）

新株予約権の数（個） 80 80

新株予約権のうち自己新株予約権の数

（個）
－ －

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 同左

新株予約権の目的となる株式の数（株） 80 80

新株予約権の行使時の払込金額（円） 1 1

新株予約権の行使期間
平成17年９月１日から

平成37年６月29日まで
同左

新株予約権の行使により株式を発行する場

合の株式の発行価格及び資本組入額（円）

発行価格　  　　無償

資本組入額　　   １

発行価格　  　　無償

資本組入額　　   １

新株予約権の行使の条件

・新株予約権者は、原則として当社の役員

の地位を喪失した日の翌日から新株予約

権を行使できるものとする。ただし、当社

取締役会において相当の理由があると判

断した場合は、役員在任中の権利行使を

認めるものとする。

・各新株予約権１個当たりの一部行使はで

きないものとする。

・その他の権利行使の条件は、株主総会決

議及び取締役会決議に基づき、当社と新

株予約権の割当を受けた者との間で締結

する新株予約権割当契約の定めるところ

による。

同左

新株予約権の譲渡に関する事項
新株予約権を譲渡するには、当社取締役会

の承認を要するものとする。
同左

代用払込みに関する事項 － － 

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に

関する事項
－ － 

（３）【ライツプランの内容】

　　　　　該当事項はありません。
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（４）【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日
発行済株式総数
増減数（株）

発行済株式総
数残高（株）

資本金増減額
（千円）

資本金残高
（千円）

資本準備金増
減額（千円）

資本準備金残
高（千円）

平成15年５月20日

（注）１
7,470 14,940 － 508,500 － 357,300

平成16年11月19日

（注）１
14,940 29,880 － 508,500 － 357,300

平成16年12月24日～

 平成17年７月15日

 （注）２

4,101.86 33,981.86 250,000 758,500 250,000 607,300

 平成17年8月31日

 （注）３
140 34,121.86 5,250 763,750 5,250 612,550

 平成17年10月31日

 （注）４
200 34,321.86 0 763,750 － 612,550

 平成18年６月30日

 （注）４
120 34,441.86 4,500 768,250 4,500 617,050

 平成19年３月23日

 （注）４
20 34,461.86 750 769,000 750 617,800

 平成19年７月18日～

平成19年８月１日　

（注）４　

67 34,528.86 4,721 773,721 4,721 622,521

　平成19年８月10日

（注）５　　
4,400 38,928.86 492,250 1,265,971 492,250 1,114,771

 平成19年８月21日～

平成19年12月20日　

（注）４

12 38,940.86 845 1,266,817 845 1,115,617

（注）１．株式分割（１：２）によるものであります。

２．新株予約権付社債の株式への転換によるものであります。

３．新株引受権の行使によるものであります。

４. 新株予約権の行使によるものであります。
５. 公募増資4,400株、発行価格240,000円、発行価額223,750円、資本組入額492,250千円

（５）【所有者別状況】

　 平成20年３月31日現在

EDINET提出書類

株式会社サンウッド(E04001)

有価証券報告書

19/99



区分

株式の状況

端株の状況
政府及び地
方公共団体

金融機関
金融商品取
引業者

その他の法
人

外国法人等
個人その他 計

個人以外 個人

株主数（人） －　 3 13 30 7 －　　 3,511 3,564 －

所有株式数(株) －　 408 246 3,495 891 －　 33,900 38,940 0.86

所有株式数の割

合（％）
－　 1.05 0.63 8.98 2.29 －　 87.05 100.00 －

　（注）１．自己株式2.86株は、「個人その他」に２株、「端株の状況」に0.86株を含めて記載しております。
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（６）【大株主の状況】

　 平成20年３月31日現在

氏名又は名称 住所
所有株式数
（株）

発行済株式総数
に対する所有株
式数の割合
（％）

森　稔 東京都港区 4,960 12.74

中島　正章 東京都杉並区 4,740 12.17

森ビル株式会社 東京都港区六本木6-10-1 2,896 7.44

清水　克己 神奈川県横浜市磯子区 1,040 2.67

澤田　正憲 東京都文京区 1,018 2.61

日本証券金融株式会社  東京都中央区日本橋茅場町1-2-10 383 0.98

エイチエスビーシー　バンク　ピーエルシー　クライアンツ　ノンタックス

　トリーティ

（常任代理人：香港上海銀行東京支店）

８ CANADA SQUARE,

 LONDON E14 5HQ 
331 0.85

石田　昭 東京都新宿区 240 0.62

エムエルピー　エフエス　カストディー

（常任代理人：メリルリンチ日本証券

　　　　　　　　　　　　　　株式会社）

SOUTH TOWER WORLD FINANC

IAL CENTER 

NEW YORK NY 10080-0801 USA 

236 0.61

ゴールドマン・サックス・インターナショナル

（常任代理人：ゴールドマン・サックス

　　　　　　　　　　　　　証券株式会社）

133 FLEET STREET LONDON 

EC4A 2BB, U,K
235 0.60

計 － 16,079 41.29

（７）【議決権の状況】

①【発行済株式】

　 平成20年３月31日現在

区分 株式数（株） 議決権の数（個） 内容

無議決権株式 － － －

議決権制限株式（自己株式等） － － －

議決権制限株式（その他） － － －

完全議決権株式（自己株式等） 普通株式        2 －
権利内容に何ら限定のない当

社における標準となる株式
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区分 株式数（株） 議決権の数（個） 内容

完全議決権株式（その他） 普通株式　38,938 38,938 　　　　　 同上

端株 0.86 － 　　　　　 同上

発行済株式総数 38,940.86 － －

総株主の議決権 － 38,938 －
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②【自己株式等】

　 平成20年３月31日現在

所有者の氏名又は名
称

所有者の住所
自己名義所有株
式数（株）

他人名義所有
株式数（株）

所有株式数の合
計（株）

発行済株式総数
に対する所有株
式数の割合(％)

株式会社サンウッド
東京都港区虎ノ門

三丁目２番２号
2 － 2 0.01

計 － 2 － 2 0.01

（８）【ストックオプション制度の内容】

当社はストックオプション制度を採用しております。当該制度は、旧商法第280条ノ19の規定に基づき新株引受

権を付与する方法と旧商法及び会社法に基づき新株予約権を発行する方法によるものであります。

　当該制度の内容は次のとおりです。

（平成14年２月７日臨時株主総会決議）

旧商法第280条ノ19の規定に基づき、下表の付与対象者に対しストックオプションとして新株引受権を付与す

ることを、平成14年２月７日開催の臨時株主総会において決議されたものであります。

決議年月日 平成14年２月７日

付与対象者の区分及び人数 ①取締役４名　　②従業員16名

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式

株式の数 ①140株　　②136株

新株予約権の行使時の払込金額 75,000円

新株予約権の行使期間 平成16年２月８日から平成23年３月31日まで

新株予約権の行使の条件

・権利者は権利行使時まで引き続き当社の取締役又は

従業員の地位にあることを条件とする。

・権利者の相続人は、新株引受権を行使することができ

るものとする。

新株予約権の譲渡に関する事項 ・新株引受権の譲渡及び質入は認めないものとする。

代用払込みに関する事項 －

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する

事項
－

  （注）１．株式分割又は権利行使価額を下回る価額で新株を発行するときは、次の算式により付与株式数を調整し、調整により生ずる1株

の100分の１に満たない端数については、これを切り捨てるものとします。

調整後付与株式数 ＝
調整前付与株式数×調整前行使価額

調整後行使価額
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なお、株式分割又は権利行使価額を下回る価額で新株を発行するときは、次の算式(コンバージョン・プライス方式)により権利

行使価額を調整し、調整により生ずる１円未満の端数は切り捨てるものとします。

調整後権利行使価額 ＝
既発行株式数×調整前権利行使価額＋新規発行株式数×１株当たり払込金額

既発行株式数＋分割・新規発行株式数

 　 ２．平成15年５月20日をもって１株につき２株の割合で、また平成16年11月19日をもって同様の割合で株式分割を行っております。

 ３．その他の事項については、当社と付与対象者との間で締結する「ストックオプション付与契約」に定めるものとします。
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（平成17年６月29日定時株主総会決議）

旧商法第280条ノ20及び第280条ノ21の規定に基づき、下表の付与対象者に対しストックオプションとして新株

予約権を発行することを、平成17年６月29日開催の定時株主総会において決議されたものであります。

決議年月日 平成17年６月29日

付与対象者の区分及び人数 従業員39名

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式

株式の数 499株（注）１

新株予約権の行使時の払込金額 1株当たり140,939円（注）２

新株予約権の行使期間 平成19年６月30日から平成27年６月29日まで

新株予約権の行使の条件

・新株予約権者は、権利行使時においても、当社または

当社の子会社の従業員もしくは取締役のいずれかの

地位を有することを要する。ただし、新株予約権者の

退職または退任後の権利行使につき正当な理由があ

ると当社取締役会が認めた場合はこの限りでない。

・各新株予約権１個当たりの一部行使はできないもの

とする。

・その他の権利行使の条件は、本株主総会決議及び取締

役会決議に基づき、当社と新株予約権の割当を受けた

者との間で締結する新株予約権割当契約の定めると

ころによる。

新株予約権の譲渡に関する事項
新株予約権を譲渡するには、当社取締役会の承認を要す

るものとする。

代用払込みに関する事項 －

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する

事項
－

  （注）１．当社が普通株式を分割または併合を行う場合には、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとし、調整の結果生じる

１株未満の端株が生じた場合はこれを切り捨てる。

　調整後株式数＝調整前株式数×分割・併合の比率

また、当社が合併または会社分割を行う場合等、目的となる株式の数の調整を必要とするやむを得ない理由が生じたときは、合

併または会社分割等の条件を勘案のうえ、合理的な範囲で目的となる株式の数を調整するものとする。

  　　　２．各新株予約権の行使に際して払込をなすべき金額は、各新株予約権の行使により発行または移転する株式１株当たりの払込金額

（以下「行使価額」という）に付与株式数を乗じた金額とする。

１株当たりの行使価額は、新株予約権発行日の属する月の前月の各日（取引が成立しない日を除く）の、ジャスダック証券取引

所における当社株式の普通取引の終値の平均値に1.05を乗じた金額（１円未満の端数切り上げ）とする。ただし、当該金額が新

株予約権発行日の前営業日の終値（当日に取引が成立しない場合は、それに先立つ直近日の終値）を下回る場合は、当該終値と

する。

なお、新株予約権発行後、当社が株式分割または株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる１
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円未満の端数は切り上げる。

調整後行使価額 ＝ 調整前行使価額 ×
１

分割・併合の比率

　　　　　　また、新株予約権発行後、時価を下回る価額で新株式の発行または自己株式の処分を行う場合（新株予約権の行使及び「商法等の一部

を改正する法律（平成13年法律第128号）」による改正前の商法第280条ノ19の規定に基づく新株引受権の行使による場合を除

く）は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる１円未満の端数は切り上げる。

    
既発行株式数 ＋

新規発行株式数 × １株当たりの払込金額

調整後行使価額 ＝ 調整前行使価額 ×
新規発行前の時価

既発行株式数 ＋ 新規発行株式数

　　　　　　上記算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済株式数から当社の保有する自己株式の総数を控除した数とし、また自己株式を

処分する場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に、「１株当たり払込金額」を「１株当たり処分金額」に、

「新規発行前の時価」を「処分前の時価」に、それぞれ読み替えるものとする。
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（平成17年６月29日定時株主総会決議）

旧商法第280条ノ20及び第280条ノ21の規定に基づき、下表の付与対象者に対し株式報酬型ストックオプション

として新株予約権を発行することを、平成17年６月29日開催の定時株主総会において決議されたものでありま

す。

決議年月日 平成17年６月29日

付与対象者の区分及び人数 ①取締役5名　②監査役1名

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式

株式の数 300株（注）

新株予約権の行使時の払込金額 １株当たり１円

新株予約権の行使期間
平成17年６月30日から平成37年６月29日までの範囲内

で、当社取締役会において決定する。

新株予約権の行使の条件

・新株予約権者は、原則として当社の役員の地位を喪失

した日の翌日から新株予約権を行使できるものとす

る。ただし、当社取締役会において相当の理由がある

と判断した場合は、役員在任中の権利行使を認めるも

のとする。

・各新株予約権１個当たりの一部行使はできないもの

とする。

・その他の権利行使の条件は、本株主総会決議及び取締

役会決議に基づき、当社と新株予約権の割当を受けた

者との間で締結する新株予約権割当契約の定めると

ころによる。

新株予約権の譲渡に関する事項
新株予約権を譲渡するには、当社取締役会の承認を要す

るものとする。

代用払込みに関する事項 －

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する

事項
－

  　　（注）当社が普通株式を分割または併合を行う場合には、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとし、調整の結果生じる１株未

満の端株が生じた場合はこれを切り捨てる。

　調整後株式数＝調整前株式数×分割・併合の比率

また、当社が合併または会社分割を行う場合等、目的となる株式の数の調整を必要とするやむを得ない理由が生じたときは、合併また

は会社分割等の条件を勘案のうえ、合理的な範囲で目的となる株式の数を調整するものとする。
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（平成20年６月25日定時株主総会決議）

会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づき、当社の従業員に対し、ストックオプションとして発行す

る新株予約権の募集要項の決定を取締役会に委任することが、平成20年６月25日開催の定時株主総会において決

議されたものであります。

決議年月日 平成20年６月25日

付与対象者の区分

付与対象者は、当社の従業員の中から、提出日以降に開

催される取締役会において決定される予定であり、その

人数も同取締役会において決定される。

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式

株式の数 500株を上限とする（注）１

新株予約権の行使に際して出資される財産の価額 （注）２

新株予約権の行使期間
平成22年６月26日から平成30年６月25日までの範囲内

で、取締役会が定めるものとする。

新株予約権の行使の条件
新株予約権の募集要項を決定する取締役会において定

める。

新株予約権の譲渡に関する事項
新株予約権を譲渡するには、当社取締役会の承認を要す

るものとする。

代用払込みに関する事項 －

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する

事項
（注）３

  （注）１．当社が、当社普通株式につき、株式分割（当社普通株式の株式無償割当てを含む。以下、同様。）または株式併合を行う場合は、次

の算式により付与株式数を調整し、調整の結果生じる１株に満たない端数はこれを切り捨てるものとする。

　　調整後株式数＝調整前株式数×株式分割（または株式併合）の比率

また、上記のほか、決議日以降、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、合理的な範囲で付与株式数を

調整する。

  　　　２．各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、新株予約権を行使することにより交付を受けることができる株式１株当た

りの払込金額（以下、「行使価額」という。）に付与株式数を乗じた金額とする。

行使価額は、新株予約権を割り当てる日（以下、「割当日」という。）の属する月の前月の各日（取引が成立しない日を除く）

のジャスダック証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値の平均値（終値のない日数を除く。）に1.05を乗じた金額と

し、１円未満の端数は切り上げる。但し、その価額が割当日の前日の終値（当日に取引が成立しない場合は、それに先立つ直近日

の終値）を下回る場合は、当該終値を行使価額とする。

なお、割当日以降、当社が当社普通株式の株式分割または株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により

生じる１円未満の端数は切り上げる。

調整後行使価額 ＝ 調整前行使価額 ×
１

株式分割（または株式併合）の比率

　　　　　　また、割当日以降、当社が当社普通株式について時価を下回る価額で新株式の発行または自己株式の処分を行う場合は、次の算式によ

り行使価額を調整し、調整により生じる１円未満の端数は切り上げる。

但し、新株式の発行または自己株式の処分が、新株予約権の行使により行われる場合は、行使価額の調整は行わない。
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既発行株式数 ＋

新規発行株式数 × １株当たりの払込金額

調整後行使価額 ＝ 調整前行使価額 ×
新規発行前の株価

既発行株式数 ＋ 新規発行株式数

　　　　　　なお、上記算式において、「既発行株式数」とは当社の発行済普通株式数から当社の保有する普通株式にかかる自己株式数を控除した

数とし、また、自己株式を処分する場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に、「新規発行前の株価」を「処分

前の株価」に読み替えるものとする。

  　　　３．当社が、合併（当社が合併により消滅する場合に限る。）、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転（以上を総称して以下、「組

織再編行為」という。）をする場合において、組織再編行為の効力発生の直前において残存する新株予約権（以下、「残存新株

予約権」という。）を有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第１項第８号イからホまでに掲げる株

式会社（以下、「再編対象会社」という。）の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。

この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。

但し、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計

画、株式交換契約又は株式移転計画において定めることを条件とする。

ⅰ．交付する再編対象会社の新株予約権の数

新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。

ⅱ．新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類

再編対象会社の普通株式とする。

ⅲ．新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数

組織再編行為の条件等を勘案の上、上記「株式の数」に準じて決定する。

ⅳ．新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、上記注２．で定められる行使価額を組織再編行為の条

件等を勘案の上、調整して得られる再編後払込金額に上記ⅲ．に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象

会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。

ⅴ．新株予約権を行使することができる期間

上記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日の

うちいずれか遅い日から、上記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日まで

とする。

ⅵ．新株予約権の行使により株式を発行する場合に増加する資本金及び資本準備金に関する事項

残存新株予約権について定められた当該事項に準じて決定する。

ⅶ．譲渡による新株予約権の取得の制限

譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の承認を要する。

ⅷ．新株予約権の取得事由及び条件

新株予約権の取得事由及び条件に準じて決定する。

なお、残存新株予約権の取得事由及び条件は次の通り。

当社が消滅会社となる合併契約が株主総会で承認された場合、当社が分割会社となる分割契約もしくは分割計画が株主総

会で承認された場合、または当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画が株主総会で承認された場合に

は、当社は、取締役会が別途定める日に、無償で新株予約権を取得することができる。

（平成20年６月25日定時株主総会決議）

会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づき、当社の取締役及び監査役に対し、ストックオプションと
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して発行する新株予約権の募集要項の決定を取締役会に委任することが、平成20年６月25日開催の定時株主総会

において決議されたものであります。

決議年月日 平成20年６月25日

付与対象者の区分 ①取締役5名　②監査役1名

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式

株式の数 300株を上限とする（注）１

新株予約権の行使に際して出資される財産の価額 １株当たり１円

新株予約権の行使期間
平成20年６月26日から平成40年６月25日までの範囲内

で、取締役会が定めるものとする。

新株予約権の行使の条件

・新株予約権者は、原則として当社の役員の地位を喪失

した日の翌日から新株予約権を行使できるものとす

る。ただし、当社取締役会において相当の理由がある

と判断した場合は、役員在任中の権利行使を認めるも

のとする。

・各新株予約権１個当たりの一部行使はできないもの

とする。

・その他の権利行使の条件は、本株主総会決議及び取締

役会決議に基づき、当社と新株予約権の割当を受けた

者との間で締結する新株予約権割当契約の定めると

ころによる。

新株予約権の譲渡に関する事項
新株予約権を譲渡するには、当社取締役会の承認を要す

るものとする。

代用払込みに関する事項 －

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する

事項
－

（注）当社が、当社普通株式につき、株式分割（当社普通株式の株式無償割当てを含む。以下、同様。）または株式併合を行う場合は、次の算

式により付与株式数を調整し、調整の結果生じる１株に満たない端数はこれを切り捨てるものとする。

　　調整後株式数＝調整前株式数×株式分割（または株式併合）の比率

また、上記のほか、決議日以降、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、合理的な範囲で付与株式数を調整

する。

２【自己株式の取得等の状況】

【株式の種類等】　該当事項はありません。

（１）【株主総会決議による取得の状況】

　　該当事項はありません。
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（２）【取締役会決議による取得の状況】

　　該当事項はありません。

（３）【株主総会決議又は取締役会決議に基づかないものの内容】

　　該当事項はありません。

（４）【取得自己株式の処理状況及び保有状況】

区分

当事業年度 当期間

株式数（株）
処分価額の総額
（千円）

株式数（株）
処分価額の総額
（千円）

引き受ける者の募集を行った取得自己株式 － － － －

消却の処分を行った取得自己株式 － － － －

合併、株式交換、会社分割に係る移転を行った

取得自己株式
－ － － －

その他（注） 2.0 212 2.0 212

保有自己株式数 2.86 － 0.86 －

（注）当事業年度及び当期間の内訳は、新株予約権の権利行使であります。

３【配当政策】

  当社の利益配分に関する基本方針は、中期的な収益動向を勘案したうえで財務体質の強化を図り、内部留保の充実

に努めるとともに安定的かつ高水準の利益還元を継続的に行うことと考えております。

　当社は期末配当として年１回の剰余金の配当を基本方針としております。

　これら剰余金の配当決定機関は、株主総会であります。

　平成20年３月期（第12期）の期末配当につきましては、前期と同額の１株につき2,500円の配当を実施することを決

定いたしました。この結果、当期の配当性向は10.1％となりました。

  内部留保資金につきましては、業容の拡大に伴う事業資金等に充当してまいります。

　当社は、「取締役会の決議により、毎年９月30日を基準として、中間配当を行うことができる。」旨を定款に定めてお

ります。

  なお、当事業年度に係る剰余金の配当は以下の通りであります。

決議年月日 配当金の総額（千円） １株当たり配当額（円）

平成20年６月25日

定時株主総会決議
97,345 2,500
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４【株価の推移】

（１）【最近５年間の事業年度別最高・最低株価】

回次 第８期 第９期 第10期 第11期 第12期

決算年月 平成16年３月 平成17年３月 平成18年３月 平成19年３月 平成20年３月

最高（円） 360,000
400,000

□164,000
370,000 447,000 420,000

最低（円） 128,000
203,000

□117,000
110,000 158,000 100,000

　（注）１．最高・最低株価は、平成16年12月13日よりジャスダック証券取引所におけるものであり、それ以前は日本証券

業協会の公表のものであります。

２．□印は株式分割による権利落後の株価であります。

（２）【最近６月間の月別最高・最低株価】

月別 平成19年10月 11月 12月 平成20年１月 ２月 ３月

最高（円） 247,000 205,000 186,000 163,000 147,000 143,000

最低（円） 185,000 170,000 162,000 114,000 126,000 100,000

　（注）　最高・最低株価は、ジャスダック証券取引所におけるものであります。
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５【役員の状況】

役名 職名 氏名 生年月日 略歴 任期
所有株式数
（株）

代表取締役

社長
 中島　正章 昭和22年６月27日生

昭和45年４月 株式会社東急エージェンシー入社

昭和48年４月 森ビル株式会社入社

昭和50年６月 東京興産株式会社入社

昭和59年６月 同社取締役

昭和62年６月 同社常務取締役

平成３年６月 同社専務取締役

平成９年２月 当社設立

 代表取締役社長（現任）

（注）

３
4,740

専務取締役 開発本部長 佐々木　義実 昭和37年８月30日生

平成９年３月 当社入社

平成10年７月 当社開発部長

平成14年６月 当社取締役開発部長

平成16年10月 当社取締役開発本部長（現任)

平成18年４月 当社常務取締役開発本部長

平成20年６月 当社専務取締役（現任）

（注）

３
200

常務取締役
経営企画

本部長
岡本　真人 昭和25年７月24日生

平成16年７月 当社入社

当社営業本部長

平成18年４月 当社経営企画本部長（現任）

平成18年６月 当社取締役

平成20年６月 当社常務取締役（現任）

（注）

３
3

取締役
建築設計

本部長
倉増　晋 昭和37年10月17日生

平成９年５月 当社入社

平成12年４月 当社設計部長

 平成14年６月 当社建築部長

 平成16年６月 当社取締役（現任）建築部長

 平成18年４月 当社建築設計本部長（現任）

（注）

３
202

取締役
財務経理

本部長
高畠　利治 昭和29年1月27日生

平成14年１月 当社入社

平成15年２月 当社経理部長

平成15年12月 当社管理部長

平成16年６月 当社取締役（現任）管理部長

平成16年10月 当社監査室長

平成18年４月 当社財務経理本部長（現任）

（注）

３
50
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役名 職名 氏名 生年月日 略歴 任期
所有株式数
（株）

取締役  野口　正之 昭和29年８月１日生

昭和53年４月 森ビル株式会社入社

平成13年８月 同社管理部事務センター

担当部長

平成14年12月 同社プロパティマネジメント

統括本部ＰＭ部担当部長

平成17年９月 同社プロパティマネジメント

本部ＰＭ２部部長（現任）

平成18年６月 当社取締役（現任）

（注）

３
9

取締役  多田野　敬 昭和42年９月２日生

平成８年４月 森ビル株式会社入社

平成18年11月 同社都市開発事業本部

企画開発統括部企画開発３部

副部長（現任）

平成19年６月 当社取締役（現任）

（注）

３
160
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役名 職名 氏名 生年月日 略歴 任期
所有株式数
（株）

常勤監査役  大伴　保 昭和24年１月23日生

昭和59年５月 大勝商事株式会社常務取締役

平成12年12月 大勝商事株式会社取締役（現任）

平成13年１月 当社常勤監査役（現任）

（注）

４
－

監査役  畠山　雄三郎 昭和22年６月３日生

昭和49年４月 森ビル株式会社入社

平成８年５月 株式会社プライムステージ代表取

締役副社長

平成12年６月 同社代表取締役会長

平成14年６月 森ビル株式会社取締役

平成15年６月 同社常務取締役（現任）

平成16年６月 当社監査役（現任）

（注）

４
80

監査役  堤　義成 昭和19年12月19日生

昭和46年７月 弁護士登録

田宮甫法律事務所（現田宮合同法

律事務所）入所

昭和53年６月 同所共同経営者

平成17年６月 当社監査役（現任）

平成19年１月 ラーネッド総合法律事務所

共同経営者（現任）

（注）

４
－

     計 　 5,444

　（注）１．取締役 野口 正之及び多田野　敬は会社法第２条第15号に定める社外取締役であります。

２．監査役３名は、会社法第２条第16号に定める社外監査役であります。

３．平成19年６月28日開催の定時株主総会の終結の時から２年間

４．平成19年６月28日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
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６【コーポレート・ガバナンスの状況】

(1) コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方

  当社は小規模組織ゆえ、迅速な意思決定ができる体制となっておりますが、円滑に業容及び組織を拡大させ、持続

的な企業価値の向上を実現していくためには、経営の公正性・透明性の確保やコンプライアンスの徹底が不可欠で

あると認識しており、経営上の重要課題としております。

(2) コーポレート・ガバナンスに関する施策の実施状況

   ①取締役会の状況

取締役会については、原則月１回定例取締役会を、また必要に応じて臨時取締役会を開催しており、経営に関す

る重要事項及び法律で定められた事項を決定するとともに、業務執行の監督を行っております。現在取締役は７

名選任されており、そのうち２名は社外取締役で構成されております。　

   ②監査役会の状況

当社は経営監督機能として、監査役会制度を採用しております。監査役は常に取締会に出席し、経営状況の把握

や法令遵守等の監査に努めるとともに、適宜意見の表明を行っておりますほか、概ね１ヶ月に１回の監査役会を

開催し、監査に関する重要事項についての協議並びに情報交換を行っております。また、必要に応じて監査室や

会計監査人とも情報交換を行い、監査の有効性を高めることに努めております。なお、現在選任されている監査

役３名はいずれも社外監査役であります。

   ③内部監査の状況

社長直属の監査室（監査室長として１名が配属）において、年度の監査計画に基づき監査役との連携をとりな

がら業務全般にわたり内部監査を実施しております。監査結果は直接社長に報告され、必要があれば被監査部門

に対して改善指導を行います。

   ④内部統制システムの整備及びリスク管理体制の整備の状況

内部統制システム構築のため、経営企画担当取締役を責任者とする「内部統制委員会」を設置しております。同

委員会では、内部統制に係る体制の構築及び推進に関する事項について検討、審議等を行っております。また、平

成20年４月より、内部統制の基本方針として「内部統制基本規程」を定め、同委員会に加え「コンプライアンス

管理委員会」及び「リスク管理委員会」を設置し、更なる内部統制及びコンプライアンス、リスク管理の充実・

強化を図っております。
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   ⑤会計監査の状況

監査法人Ａ＆Ａパートナーズとの間で監査契約を締結しており、通常の会社法監査及び金融商品取引法監査に

加えて、内部体制に関わる助言を受けております。なお、監査業務を執行した指定社員・業務執行社員は、笹本憲

一氏、中井義己氏の２名であり、監査業務に係る補助者は、公認会計士４名であります。

   ⑥社外取締役及び社外監査役との関係

当社は社外取締役を２名選任しておりますが、２名とも法人主要株主である森ビル株式会社の社員であり、また

社外監査役３名のうち１名は同社の常務取締役であります。当事業年度において、当社は同社への事業用地の販

売、同社からの資金借入等の取引を行っておりますが、市場価格や市場金利を参考に決定しており、第３者との

取引と同条件の取引であります。また、同社より本社事務所等の賃借を行っておりますが、同一物件内の他の入

居者と同一水準の取引条件で行われている通常の取引であります。社外取締役２名及び社外監査役１名が当社

の株式を保有しておりますが、その他に特段の利害関係はありません。

(3) 役員報酬及び監査報酬

  当事業年度における当社の取締役及び監査役に対する役員報酬、及び監査法人に対する監査報酬は以下のとおり

であります。

　　　　　　役員報酬： 取締役に支払った報酬 82,530千円

　 監査役に支払った報酬 8,775千円

　 計 91,305千円

　 　 　

　　　　　　監査報酬：
公認会計士法第２条第１項に

規定する業務に基づく報酬
12,000千円

　 上記以外の業務に基づく報酬 4,500千円　

　 計 16,500千円

(4) 取締役の定数

  当社の取締役は10名以内とする旨定款に定めております。

(5) 取締役の選任の決議要件

  当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主

が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨、及び累積投票によらない旨を定款に定めております。

(6) 中間配当の決定機関

  当社は、会社法第454条第５項の規定により、取締役会の決議をもって、毎年９月30日を基準日として、中間配当を

行うことができる旨を定款に定めております。これは、株主への機動的な利益還元を行うことを目的とするもので

あります。
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(7) 自己の株式の取得

  当社は、会社法第165条第２項の規定により、取締役会の決議をもって、自己の株式を取得することができる旨を

定款に定めております。これは、経営環境の変化に対応した機動的な資本政策の遂行を可能とするため、市場取引等

により自己の株式を取得することを目的とするものであります。

(8) 取締役及び監査役の責任免除

  当社は、会社法第426条第１項の規定により、取締役会の決議をもって同法第423条第１項の行為に関する取締役

（取締役であった者を含む。）及び監査役（監査役であった者を含む。）の責任を法令の限度において免除するこ

とができる旨を定款に定めております。これは、取締役及び監査役が職務を遂行するにあたり、その能力を十分に発

揮して、期待される役割を果たしうる環境を整備することを目的とするものであります。

(9) 株主総会の特別決議要件

  当社は、会社法第309条第２項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の

議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、その議決権の３分の２以上をもって行う旨を定款に定めておりま

す。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的と

するものであります。
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第５【経理の状況】

１．連結財務諸表及び財務諸表の作成方法について

(1）当社の連結財務諸表は、「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和51年大蔵省令第28号。以

下「連結財務諸表規則」という。）に基づいて作成しております。

　なお、前連結会計年度（平成18年４月１日から平成19年３月31日まで）は、改正前の連結財務諸表規則に基づき、

当連結会計年度（平成19年４月１日から平成20年３月31日まで）は、改正後の連結財務諸表規則に基づいて作成し

ております。

(2）当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59号。以下「財

務諸表等規則」という。）に基づいて作成しております。

　なお、前事業年度（平成18年４月１日から平成19年３月31日まで）は、改正前の財務諸表等規則に基づき、当事業

年度（平成19年４月１日から平成20年３月31日まで）は、改正後の財務諸表等規則に基づいて作成しております。

２．監査証明について

　当社は、証券取引法第193条の２の規定に基づき、前連結会計年度（平成18年４月１日から平成19年３月31日ま

で）の連結財務諸表及び前事業年度（平成18年４月１日から平成19年３月31日まで）の財務諸表についてはみす

ず監査法人により監査を受け、また、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、当連結会計年度（平成19

年４月１日から平成20年３月31日まで）の連結財務諸表及び当事業年度（平成19年４月１日から平成20年３月31

日まで）の財務諸表については監査法人Ａ＆Ａパートナーズにより監査を受けております。

　なお、当社の監査人は次のとおり交代しております。

　前連結会計年度及び前事業年度　　みすず監査法人

　当連結会計年度及び当事業年度　　監査法人Ａ＆Ａパートナーズ
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１【連結財務諸表等】

（１）【連結財務諸表】

①【連結貸借対照表】

  
前連結会計年度

（平成19年３月31日）
当連結会計年度

（平成20年３月31日）

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

（資産の部）        

Ⅰ　流動資産        

１．現金及び預金   2,252,238   2,447,715  

２．売掛金   12,112   847  

３．販売用不動産   268,348   2,317,976  

４．仕掛品 ※１  27,415,186   22,077,743  

５．繰延税金資産   235,090   132,965  

６. 未収入金   128,227   142,028  

７．その他   128,580   75,397  

流動資産合計   30,439,783 98.5  27,194,675 97.0

Ⅱ　固定資産        

１．有形固定資産        

(1）建物  83,866   88,916   

減価償却累計額 　 5,209 78,656  7,414 81,501  

(2）工具器具備品  31,583   21,301   

減価償却累計額 　 16,500 15,082  11,805 9,495  

(3）土地   68,732   68,732  

有形固定資産合計   162,472 0.5  159,730 0.6

２．無形固定資産   1,203 0.0  1,051 0.0

３．投資その他の資産        

(1) 長期性預金 ※１  －   400,000  

(2）投資有価証券 ※２  123,000   163,000  

(3）長期差入有価証券   10,058   10,051  

(4）長期前払費用   100,158   11,380  

(5）繰延税金資産   －   18,244  

(6）その他 ※２  72,447   69,235  

投資その他の資産合計   305,664 1.0  671,912 2.4

固定資産合計   469,340 1.5  832,693 3.0

資産合計   30,909,123 100.0  28,027,369 100.0
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前連結会計年度

（平成19年３月31日）
当連結会計年度

（平成20年３月31日）

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

（負債の部）        

Ⅰ　流動負債        

１．買掛金   202,973   765,109  

２．短期借入金 ※１  850,000   634,000  

３. 1年以内返済予定の
　　長期借入金

※１  1,200,000   9,400,000  

４．未払法人税等   5,779   643,070  

５．前受金   2,140,618   1,940,330  

６．賞与引当金   20,156   44,728  

７．役員賞与引当金   －   30,000  

８．その他   176,027   1,357,895  

流動負債合計   4,595,554 14.9  14,815,133 52.8

Ⅱ　固定負債        

１. 社債 ※１  400,000   －  

２．長期借入金 ※１  23,880,000   9,540,000  

３．退職給付引当金   25,285   34,111  

４．その他   2,210   2,100  

固定負債合計   24,307,495 78.6  9,576,211 34.2

負債合計   28,903,049 93.5  24,391,344 87.0

        

（純資産の部）        

Ⅰ　株主資本 　       

１．資本金 　  769,000 2.5  1,266,817 4.5

２．資本剰余金 　  617,800 2.0  1,115,686 4.0

３．利益剰余金 　  481,188 1.5  1,253,826 4.5

４．自己株式 　  △517 △0.0  △304 △0.0

　　株主資本合計 　  1,867,470 6.0  3,636,025 13.0

Ⅱ　少数株主持分 　  138,602 0.5  － －

純資産合計 　  2,006,073 6.5  3,636,025 13.0

負債純資産合計 　  30,909,123 100.0  28,027,369 100.0
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②【連結損益計算書】

  
前連結会計年度

（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

区分
注記
番号

金額（千円）
百分比
（％）

金額（千円）
百分比
（％）

Ⅰ　売上高        

１．不動産販売事業収入  7,823,158   16,438,336   

２．その他事業収入  157,587 7,980,746 100.0 78,335 16,516,671 100.0

Ⅱ　売上原価        

１．不動産販売事業原価  6,731,499   13,623,055   

２．その他事業原価  46,394 6,777,894 84.9 11,127 13,634,183 82.5

売上総利益   1,202,851 15.1  2,882,487 17.5

Ⅲ　販売費及び一般管理費 ※１  1,429,808 17.9  1,369,741 8.3

営業利益又は
営業損失(△)   △226,956 △2.8  1,512,746 9.2

Ⅳ　営業外収益        

１．受取利息  2,045   4,605   

２．固定資産税等負担収入  528   1,665   

３．解約違約金収入  2,274   66,000   

４．その他  3,154 8,003 0.1 13,761 86,032 0.5

Ⅴ　営業外費用        

１．支払利息  398,248   511,325   

２．株式交付費  － 398,248 5.0 6,615 517,941 3.1

経常利益又は
経常損失(△)   △617,202 △7.7  1,080,837 6.5

Ⅵ　特別利益        

  １．貸倒引当金戻入益  1,316   －   

  ２．和解金  －   500,000   

  ３．固定資産売却益  ※２ 1,125 2,442 0.0 － 500,000 3.0

Ⅶ　特別損失        

  １. 固定資産除却損  ※３ 6,410   2,682   

  ２. その他投資評価損 　 520 6,930 0.1 － 2,682 0.0

税金等調整前当期純利
益又は純損失(△)   △621,690 △7.8  1,578,154 9.5

法人税、住民税及び事業
税

 2,689   635,604   

法人税等調整額  △183,405 △180,715 △2.3 83,769 719,374 4.3

少数株主損失   32,398 0.4  － －

当期純利益又は当期純
損失(△)   △408,576 △5.1  858,780 5.2
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③【連結株主資本等変動計算書】

前連結会計年度（自　平成18年４月１日　至　平成19年３月31日）

 
株主資本

少数株主持分 純資産合計
資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

平成18年３月31日　残高
　　　　　　　　　　（千円）

763,750 612,550 977,635 △2,645 2,351,289 171,001 2,522,291

連結会計年度中の変動額        

新株の発行 5,250 5,250   10,500  10,500

剰余金の配当（注）   △85,742  △85,742  △85,742

当期純損失   △408,576  △408,576  △408,576

自己株式の処分   △2,128 2,128 0  0

株主資本以外の項目の連結会
計年度中の変動額（純額）

     △32,398 △32,398

連結会計年度中の変動額合計
　　　　　　　　　　（千円）

5,250 5,250 △496,447 2,128 △483,818 △32,398 △516,217

平成19年３月31日　残高
　　　　　　　　　　（千円）

769,000 617,800 481,188 △517 1,867,470 138,602 2,006,073

　（注）平成18年６月の定時株主総会における利益処分項目であります。

当連結会計年度（自　平成19年４月１日　至　平成20年３月31日）

 
株主資本

少数株主持分 純資産合計
資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

平成19年３月31日　残高
　　　　　　　　　　（千円）

769,000 617,800 481,188 △517 1,867,470 138,602 2,006,073

連結会計年度中の変動額        

新株の発行 497,817 497,817   995,634  995,634

剰余金の配当   △86,142  △86,142  △86,142

当期純利益   858,780  858,780  858,780

自己株式の処分  69  212 281  281

株主資本以外の項目の連結会
計年度中の変動額（純額）

     △138,602 △138,602

連結会計年度中の変動額合計
　　　　　　　　　　（千円）

497,817 497,886 772,638 212 1,768,554 △138,602 1,629,951

平成20年３月31日　残高
　　　　　　　　　　（千円）

1,266,817 1,115,686 1,253,826 △304 3,636,025 － 3,636,025
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④【連結キャッシュ・フロー計算書】

  

前連結会計年度

（自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日）

当連結会計年度

（自 平成19年４月１日
至 平成20年３月31日）

区分
注記

番号
金額（千円） 金額（千円）

Ⅰ　営業活動によるキャッシュ・フロー    

税金等調整前当期純利益又は純損失

(△)
 △621,690 1,578,154

減価償却費  14,384 7,744

有形固定資産除却損  6,410 2,682

有形固定資産売却益  △1,125 －

賞与引当金の増減額（減少：△）  △12,194 24,572

役員賞与引当金の増加額  － 30,000

受取利息  △2,045 △4,605

支払利息  398,248 511,325

和解金  － △500,000

売上債権の減少額  82,817 11,264

販売用不動産の増加額  △239,283 △2,049,628

仕掛品の増減額(増加：△)  △8,703,660 5,337,443

未収入金の増減額(増加：△)  169,985 △13,801

仕入債務の増加額  16,790 562,136

前受金の増減額(減少：△)  2,037,036 △200,288

その他  △139,875 1,366,339

小計  △6,994,202 6,663,340

利息の受取額  2,052 4,611

利息の支払額  △409,662 △481,483

和解金の受取額  － 500,000

法人税等の支払額  △284,437 △4,132

営業活動によるキャッシュ・フロー  △7,686,250 6,682,336

Ⅱ　投資活動によるキャッシュ・フロー    

      投資有価証券の取得による支出  － △40,000

      定期預金の預入による支出  － △500,000

      定期預金の払出による収入  － 250,000

有形固定資産の取得による支出  △7,651 △7,390

有形固定資産の売却による収入  63,500 －

長期前払費用の増加額  △42,985 △11,657

子会社出資金の取得による支出  － △181,500

その他  △101 －

投資活動によるキャッシュ・フロー  12,761 △490,547
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前連結会計年度

（自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日）

当連結会計年度

（自 平成19年４月１日
至 平成20年３月31日）

区分
注記

番号
金額（千円） 金額（千円）

Ⅲ　財務活動によるキャッシュ・フロー    

短期借入金の純減少額  △2,180,000 △216,000

長期借入金の借入による収入  10,830,000 4,220,000

長期借入金の返済による支出  △3,600,000 △10,360,000

社債の償還による支出  － △400,000

株式の発行による収入  10,500 995,634

自己株式の売却による収入  0 281

配当金の支払額  △85,159 △86,226

財務活動によるキャッシュ・フロー  4,975,340 △5,846,310

Ⅳ　現金及び現金同等物の増加額  △2,698,148 345,477

Ⅴ　現金及び現金同等物の期首残高  4,700,386 2,002,238

Ⅵ　現金及び現金同等物の期末残高 ※ 2,002,238 2,347,715
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連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項

項目 前連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

１．連結の範囲に関する事

項

連結子会社の数　３社

連結子会社の名称

　有限会社ＳＷプロパティーズ

 　永田町プロジェクト有限責任中間法人

 　東京デベロップメントサード

　                      特定目的会社

連結子会社の数　３社

連結子会社の名称

　有限会社ＳＷプロパティーズ

 　永田町プロジェクト有限責任中間法人

 　東京デベロップメントサード

　                      特定目的会社

２．持分法の適用に関する

事項

持分法適用会社はありません。 同左

３．連結子会社の事業年度

等に関する事項

　連結子会社のうち、有限会社ＳＷプロパ

ティーズの決算日は２月28日、永田町プロ

ジェクト有限責任中間法人の決算日は１月

31日、東京デベロップメントサード特定目

的会社の決算日は９月30日であります。

　東京デベロップメントサード特定目的会

社の事業年度と連結決算日との差異が３ヶ

月を超えるため、３月末日を仮決算日とし

て正規の決算に準ずる仮決算を行っており

ます。有限会社ＳＷプロパティーズ、永田町

有限責任中間法人の連結財務諸表の作成に

あたっては、決算日現在の財務諸表を使用

しております。ただし、連結決算日までの期

間に発生した重要な取引については、連結

上必要な調整を行っております。　

同左

４．会計処理基準に関する

事項

（イ）重要な資産の評価基

準及び評価方法

(1）有価証券

満期保有目的債券

　償却原価法（定額法）を採用しており

ます。

その他有価証券

時価のないもの

　移動平均法による原価法を採用して

おります。

(1）有価証券

満期保有目的債券

　　　　　同左

　

その他有価証券

時価のないもの

　　　　同左

 (2）デリバティブ

　時価法

(2）デリバティブ

　　　　　　同左

 (3）たな卸資産

①　販売用不動産

　個別法による原価法を採用しておりま

す。

(3）たな卸資産

①　販売用不動産

　　　　　同左

 ②　仕掛品

　個別法による原価法を採用しておりま

す。

②　仕掛品

　　　　　同左
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項目 前連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

（ロ）重要な減価償却資産

の減価償却の方法

(1）有形固定資産

　定額法を採用しております。

　主な耐用年数は以下のとおりでありま

す。

建物　　　　　 15年～47年

工具器具備品　 ２年～15年

(1）有形固定資産

　定額法を採用しております。

　主な耐用年数は以下のとおりでありま

す。

建物　　　　　 15年～47年

工具器具備品　 ２年～15年

（追加情報）

　当社は、法人税法改正に伴い、平成19年

３月31日以前に取得した資産について

は、改正前の法人税法に基づく減価償却

の方法の適用により取得価額の５％に

到達した連結会計年度の翌会計年度よ

り、取得価額の５％相当額と備忘価額と

の差額を５年間にわたり均等償却し、減

価償却費に含めて計上しております。

 この変更による営業利益、経常利益、税

金等調整前当期純利益に与える影響は

軽微であります。

 (2）無形固定資産

　ソフトウェア（自社利用）については、

社内における見込利用期間（５年）によ

る定額法を採用しております。

(2）無形固定資産

　　　　　　同左

 (3）長期前払費用

定額法を採用しております。

(3）長期前払費用

　　　　　同左

（ハ）重要な繰延資産の処

理方法

株式交付費

　支出時に全額費用としております。

株式交付費

　　　　　　同左

（ニ）重要な引当金の計上

基準

(1）貸倒引当金

　債権の貸倒による損失に備えるため、一

般債権については貸倒実績率により、貸倒

懸念債権等特定債権については、個別に回

収可能額を勘案し、回収不能見込額を計上

しております。

(2）賞与引当金

　従業員の賞与の支給に備えるため、賞与

支給見込額の当期負担額を計上しており

ます。

(1）貸倒引当金

　　　　　　同左

 

 

 

 

(2）賞与引当金

　　　　　　同左

 

 

 

EDINET提出書類

株式会社サンウッド(E04001)

有価証券報告書

48/99



項目 前連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

　 (3）役員賞与引当金

－

 (4）退職給付引当金

　従業員の退職給付の支払に備えるため、

当期末における退職給付債務の見込額に

基づき計上しております。

(3）役員賞与引当金

　役員賞与の支出に備えるため、当連結

会計年度における支給見込額に基づき

計上しております。

 （追加情報）

　当社は、前連結会計年度において利益

処分による役員賞与の支給を行ってお

りませんでしたが、当連結会計年度にお

いて役員賞与を支給することとなり、

「役員賞与に関する会計基準」（企業

会計基準委員会　平成17年11月29日　企

業会計基準第４号）に従い、役員賞与引

当金を計上しております。

　この結果、営業利益、経常利益及び税金

等調整前当期純利益が、30,000千円減少

しております。

(4）退職給付引当金

　　　　　　同左

（ホ）重要なリース取引の

処理方法

　　リース物件の所有権が借主に移転すると

認められるもの以外のファイナンス・

リース取引については、通常の賃貸借取引

に係る方法に準じた会計処理によってお

ります。

　　　　　　　同左

 

 

 

 

（ヘ）重要なヘッジ会計の

方法

(1）ヘッジ会計の方法

　金利スワップについては、金利スワップ

の特例処理の要件を満たしておりますの

で特例処理を採用しております。

(1）ヘッジ会計の方法

　          同左

 (2）ヘッジ手段とヘッジ対象

（ヘッジ手段）

　金利スワップ

（ヘッジ対象）

　借入金の支払利息

(2）ヘッジ手段とヘッジ対象

（ヘッジ手段）

　　　　　同左

（ヘッジ対象）

　　　　　同左

 (3）ヘッジ方針

　デリバティブ取引の限度額を実需の範囲

とする方針であり、投機目的によるデリバ

ティブは行わないこととしております。ま

た、相手方の契約不履行に係る信用リスク

を極小化するために、デリバティブ取引先

を信用度の高い金融機関に限っておりま

す。

(3）ヘッジ方針

　　　　　　同左

 (4）ヘッジ有効性評価の方法

　ヘッジ手段とヘッジ対象は重要な条件が

同一であるために高い有効性を有してお

ります。

(4）ヘッジ有効性評価の方法

　　　　　　同左
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項目 前連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

（ト）その他連結財務諸表

作成のための重要な事

項

　消費税等の会計処理は、税抜方式によって

おります。ただし、仲介手数料等事業用地取

得時の諸費用に係る控除対象外の消費税等

については、仕掛品に計上し、物件の売上計

上時に売上原価として処理しております。

その他の控除対象外消費税等については販

売費及び一般管理費として処理しておりま

す。

　　　　　　　同左

 

 

 

 

５．連結子会社の資産及び

負債の評価に関する事

項

　連結子会社の資産及び負債の評価について

は、全面時価評価法を採用しております。

　　　　　　　同左

６．のれん及び負ののれん

の償却に関する事項

－ 　のれんの償却については、その効果が及

ぶと見積もられる期間で均等償却するこ

ととしております。

７．連結キャッシュ・フ

ロー計算書における資金

の範囲

　手許現金、随時引き出し可能な預金及び容

易に換金可能であり、かつ、価値の変動につ

いて僅小なリスクしか負わない取得日から

３ヶ月以内に償還期限が到来する短期投資

からなっております。

　　　　　　　同左

連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更

前連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

 （貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準）

　当連結会計年度より「貸借対照表の純資産の部の表示

に関する会計基準」（企業会計基準委員会　平成17年12

月９日　企業会計基準第５号）及び「貸借対照表の純資

産の部の表示に関する会計基準等の適用指針」（企業会

計基準委員会　平成17年12月９日　企業会計基準適用指針

第８号）を適用しております。

　従来の資本の部の合計に相当する金額は、1,867,470千円

であります。

　なお、当連結会計年度における連結貸借対照表の純資産

の部については、連結財務諸表規則の改正に伴い、改正後

の連結財務諸表規則により作成しております。

 （減価償却方法の変更）

　当社は、法人税法改正に伴い、当連結会計年度より、平成

19年４月１日以降に取得した有形固定資産について、改

正後の法人税法に基づく減価償却の方法に変更しており

ます。

　この変更による営業利益、経常利益、税金等調整前当期

純利益に与える影響は軽微であります。
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注記事項

（連結貸借対照表関係）

前連結会計年度
（平成19年３月31日）

当連結会計年度
（平成20年３月31日）

※１．担保資産及び担保付債務

担保に供している資産は次のとおりであります。

仕掛品 26,008,630千円

※１．担保資産及び担保付債務

担保に供している資産は次のとおりであります。

  千円

仕掛品 21,330,673 

長期性預金 400,000 

計 21,730,673 

担保付債務は次のとおりであります。 担保付債務は次のとおりであります。

  千円

短期借入金 850,000　

 一年以内返済予定長期

借入金
1,200,000 

長期借入金 23,880,000 

社債 400,000 

計 26,330,000 

  千円

短期借入金 600,000 

一年以内返済予定長期借

入金
9,400,000 

長期借入金 9,540,000 

計 19,540,000 

※２．投資有価証券には、現在当社及び共同事業者で推進

中の「（仮称）横浜北仲プロジェクト」開発を目

的にした特定目的会社「北仲総合開発特定目的会

社」への優先出資証券120,000千円が含まれており

ます。又、投資その他の資産のその他には上記特定

目的会社へ特定出資を行っている有限責任中間法

人の設立基金2,000千円が含まれております。

※２．投資有価証券には、現在当社及び共同事業者で推進

中の「（仮称）横浜北仲プロジェクト」開発を目

的にした特定目的会社「北仲総合開発特定目的会

社」への優先出資証券160,000千円が含まれており

ます。又、投資その他の資産のその他には上記特定

目的会社へ特定出資を行っている有限責任中間法

人の設立基金2,000千円が含まれております。

３．偶発債務

(1）解除条件付土地売買契約に係る偶発債務

2,307,600千円

　当社及び他事業者と前記「北仲総合開発特定目的

会社」との間で、同社の現在の借入金及び特定社債

の全額弁済を目的とする新規借入金等の確定・実

行を解除条件として、同社保有の土地等についての

売買契約を締結していることに伴う偶発債務であ

ります。

　　(2)特定プロジェクトの借入に関する財務制限条項

　当社は、平成19年２月26日に銀行団と特定プロジェ

クトに関して総額57億円の借入契約を締結し、平成

19年２月28日に34億２千万円の借り入れを実行し

ました。この借入契約には以下の財務制限条項が付

されております。 

　①平成19年３月期から平成21年３月期までの各事業

年度の末日における連結貸借対照表及び単体の

貸借対照表における純資産の部の金額（但し、連

結の貸借対照表においては純資産の部の金額か

ら繰延ヘッジ損益、新株予約権及び少数株主持分

を控除した金額であり、単体の貸借対照表におい

ては純資産の部の金額から繰延ヘッジ損益及び

新株予約権を控除した金額）を、平成18年３月期

末のそれぞれ連結貸借対照表及び単体の貸借対

照表における資本の部の金額以上に維持するこ

と。

３．偶発債務

(1）解除条件付土地売買契約に係る偶発債務

2,640,000千円

　当社及び他事業者と前記「北仲総合開発特定目的

会社」との間で、同社の現在の借入金及び特定社債

の全額弁済を目的とする新規借入金等の確定・実

行を解除条件として、同社保有の土地等についての

売買契約を締結していることに伴う偶発債務であ

ります。

　　(2)特定プロジェクトの借入に関する財務制限条項

　当社は、平成19年２月26日に銀行団と特定プロジェ

クトに関して総額57億円の借入契約を締結し、平成

19年２月28日に34億２千万円、平成19年４月27日に

22億８千万円の借り入れを実行しました。この借入

契約には以下の財務制限条項が付されております。

　①平成19年３月期から平成21年３月期までの各事業

年度の末日における連結貸借対照表及び単体の

貸借対照表における純資産の部の金額（但し、連

結の貸借対照表においては純資産の部の金額か

ら繰延ヘッジ損益、新株予約権及び少数株主持分

を控除した金額であり、単体の貸借対照表におい

ては純資産の部の金額から繰延ヘッジ損益及び

新株予約権を控除した金額）を、平成18年３月期

末のそれぞれ連結貸借対照表及び単体の貸借対

照表における資本の部の金額以上に維持するこ

と。
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前連結会計年度
（平成19年３月31日）

当連結会計年度
（平成20年３月31日）

  ②平成19年３月期から平成21年３月期までの各事

業年度における連結及び単体の貸借対照表にお

ける純資産比率を、平成18年３月期末の純資産比

率以上にそれぞれ維持すること。なお、純資産比

率とは、連結貸借対照表の純資産の部の金額から

繰延ヘッジ損益、新株予約権及び少数株主持分を

控除した金額（但し、平成18年３月期について

は、資本の部の金額）を資産合計の金額で除した

比率、及び単体の貸借対照表の純資産の部の金額

から繰延ヘッジ損益及び新株予約権を控除した

金額（但し、平成18年３月期については、資本の

部の金額）を資産合計の金額で除した比率をい

う。

　③平成19年３月期から平成21年３月期までの各事業

年度における連結及び単体の損益計算書上の経

常損益が、経常損失とならないこと。

  ②平成19年３月期から平成21年３月期までの各事

業年度における連結及び単体の貸借対照表にお

ける純資産比率を、平成18年３月期末の純資産比

率以上にそれぞれ維持すること。なお、純資産比

率とは、連結貸借対照表の純資産の部の金額から

繰延ヘッジ損益、新株予約権及び少数株主持分を

控除した金額（但し、平成18年３月期について

は、資本の部の金額）を資産合計の金額で除した

比率、及び単体の貸借対照表の純資産の部の金額

から繰延ヘッジ損益及び新株予約権を控除した

金額（但し、平成18年３月期については、資本の

部の金額）を資産合計の金額で除した比率をい

う。

　③平成19年３月期から平成21年３月期までの各事業

年度における連結及び単体の損益計算書上の経

常損益が、経常損失とならないこと。

（連結損益計算書関係）

前連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

※１．販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額

は次のとおりであります。

※１．販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額

は次のとおりであります。

  千円

給与・賞与 278,501 

賞与引当金繰入額 20,156 

退職給付費用 7,138 

広告宣伝費 433,804 

支払手数料 216,191 

販売委託費 39,552 

 ※２．固定資産売却益の内容は、次のとおりであります。

　　　 土地     600千円 

 　　　建物     524千円

 　　　　計   1,125千円

　

  千円

給与・賞与 289,142 

賞与引当金繰入額 44,728 

役員賞与引当金繰入額 30,000 

退職給付費用 13,130 

支払手数料 301,538 

広告宣伝費 192,540 

 ※２．　　　　　　　　－

 ※３．固定資産除却損の内容は、次のとおりであります。

 　　　　　工具器具備品　　 6,410千円

 ※３．固定資産除却損の内容は、次のとおりであります。

 　　　　　工具器具備品　　 2,682千円
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（連結株主資本等変動計算書関係）

前連結会計年度（自　平成18年４月１日　至　平成19年３月31日）

１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項

 
前連結会計年度末
株式数（株）

当連結会計年度増
加株式数（株）

当連結会計年度減
少株式数（株）

当連結会計年度末
株式数（株）

発行済株式     

普通株式（注）１ 34,321 140 － 34,461

合計 34,321 140 － 34,461

自己株式     

普通株式（注）２ 24 － 20 4

合計 24 － 20 4

 （注）１．発行済株式の増加は、ストック・オプションの権利行使による140株の新株発行による増加分であります。

 　　　２．自己株式の減少は、ストック・オプションの権利行使による自己株式からの充当による減少分であります。

２．配当に関する事項

(1）配当金支払額

（決議）
株式の種類

配当金の総額
（千円）

１株当たり配当
額（円）

基準日 効力発生日

平成18年６月29日

定時株主総会
普通株式 85,742 2,500 平成18年３月31日 平成18年６月30日

(2）基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの

（決議）
株式の種類

配当金の総額
（千円）

配当の原資
１株当たり配
当額（円）

基準日 効力発生日

平成19年６月28日

定時株主総会
普通株式 86,142 利益剰余金 2,500 平成19年３月31日 平成19年６月29日

当連結会計年度（自　平成19年４月１日　至　平成20年３月31日）

１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項

 
前連結会計年度末
株式数（株）

当連結会計年度増
加株式数（株）

当連結会計年度減
少株式数（株）

当連結会計年度末
株式数（株）

発行済株式     

普通株式（注）１ 34,461 4,479 － 38,940

合計 34,461 4,479 － 38,940

自己株式     

普通株式（注）２ 4 － 2 2

合計 4 － 2 2

 （注）１．普通株式の発行済株式総数の増加4,479株は、公募による新株発行による増加が4,400株及びストック・オプ

ションとしての新株予約権の権利行使に伴う新株発行による増加が79株であります。

 　　　２．自己株式の減少は、ストック・オプションの権利行使による自己株式からの充当による減少分であります。

２．配当に関する事項

(1）配当金支払額

（決議）
株式の種類

配当金の総額
（千円）

１株当たり配当
額（円）

基準日 効力発生日

平成19年６月28日

定時株主総会
普通株式 86,142 2,500 平成19年３月31日 平成19年６月29日

(2）基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの
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（決議）
株式の種類

配当金の総額
（千円）

配当の原資
１株当たり配
当額（円）

基準日 効力発生日

平成20年６月25日

定時株主総会
普通株式 97,345 利益剰余金 2,500 平成20年３月31日 平成20年６月26日

（連結キャッシュ・フロー計算書関係）

前連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

※現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に掲

記されている科目の金額との関係

※現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に掲

記されている科目の金額との関係

（平成19年３月31日現在） （平成20年３月31日現在）
  千円

現金及び預金勘定 2,252,238 

預入期間が3ヶ月を超える

定期預金

△250,000 

 現金及び現金同等物 2,002,238 

  千円

現金及び預金勘定 2,447,715 

預入期間が3ヶ月を超える

定期預金

△100,000 

 現金及び現金同等物 2,347,715 
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（リース取引関係）

前連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

１．リース物件の所有権が借主に移転すると認められる

もの以外のファイナンス・リース取引

１．リース物件の所有権が借主に移転すると認められる

もの以外のファイナンス・リース取引

(1）リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当

額、減損損失累計額相当額及び期末残高相当額

(1）リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当

額、減損損失累計額相当額及び期末残高相当額

 
取得価額
相当額
（千円）

減価償却
累計額相
当額
（千円）

期末残高
相当額
（千円）

工具器具備品 2,967 1,545 1,421

ソフトウェア 19,028 6,824 12,204

 合計 21,995 8,369 13,626

 
取得価額
相当額
（千円）

減価償却
累計額相
当額
（千円）

期末残高
相当額
（千円）

工具器具備品 2,967 2,287 679

ソフトウェア 23,600 11,296 12,303

 合計 26,567 13,583 12,983

(2）未経過リース料期末残高相当額等

　　未経過リース料期末残高相当額

(2）未経過リース料期末残高相当額等

　　未経過リース料期末残高相当額

１年内      4,543千円

１年超      9,169千円

合計       13,712千円

１年内       5,660千円

１年超        7,456千円

合計       13,116千円

(3）支払リース料、リース資産減損勘定の取崩額、減価

償却費相当額、支払利息相当額及び減損損失

(3）支払リース料、リース資産減損勘定の取崩額、減価

償却費相当額、支払利息相当額及び減損損失

支払リース料      4,738千円

減価償却費相当額      4,547千円

支払利息相当額    272千円

支払リース料       5,457千円

減価償却費相当額        5,214千円

支払利息相当額       290千円

(4）減価償却費相当額の算定方法 (4）減価償却費相当額の算定方法

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定

額法によっております。

              同左

(5）利息相当額の算定方法

リース料総額とリース物件の取得価額相当額との

差額を利息相当額とし、各期への配分方法について

は、利息法によっております。

(5）利息相当額の算定方法

　　　　　　　同左

２．オペレーティング・リース取引 ２．オペレーティング・リース取引

未経過リース料 未経過リース料

１年内      1,320千円

１年超      990千円

合計      2,310千円

 (減損損失について)

 　リース資産に配分された減損損失はありません。

１年内          880千円

１年超       －千円

合計          880千円

 (減損損失について)

　　　　　　　　　　 同左
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（有価証券関係）

１．時価のない主な有価証券の内容

種類

前連結会計年度
（平成19年３月31日）

当連結会計年度
（平成20年３月31日）

連結貸借対照表計上額（千円） 連結貸借対照表計上額（千円）

(1）満期保有目的の債券   

割引国債 10,058 10,051

(2）その他有価証券   

非上場株式 3,000 3,000

優先出資証券 120,000 160,000

２．その他有価証券のうち満期があるもの及び満期保有目的の債券の今後の償還予定額

種類

前連結会計年度（平成19年３月31日） 当連結会計年度（平成20年３月31日）

１年以内
（千円）

１年超５年
以内
（千円）

５年超10年
以内
（千円）

10年超
（千円）

１年以内
（千円）

１年超５年
以内
（千円）

５年超10年
以内
（千円）

10年超
（千円）

１．債券         

(1）国債・地方債等 － － 10,058 － － － 10,051 －

合計 － － 10,058 － － － 10,051 －

（デリバティブ取引関係）

 　　1．取引の状況に関する事項 　

前連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

(1）取引の内容及び利用目的等

　借入金の将来の金利市場における利率上昇による変動

リスクを回避する目的で金利スワップを利用しておりま

す。

(1）取引の内容及び利用目的等

 　　　　　　　　　同左

(2）取引に対する取組方針

　デリバティブ取引は、将来の金利変動によるリスク回避

を目的としており、投機的な取引は行わない方針であり

ます。

(2）取引に対する取組方針

 　　　　　　　　　同左

(3）取引に係るリスクの内容

　金利スワップ取引は、市場金利の変動によるリスクを有

しております。なお、取引の契約先は信用度の高い国内の

金融機関であり相手方の契約不履行によるリスクは、ほ

とんどないと判断しております。

(3）取引に係るリスクの内容

　　　　　　　　　　　 同左

 (4)取引に係るリスク管理体制

　デリバティブ取引の実行及び管理は、社内管理規程に従

い行っております。

(４)取引に係るリスク管理体制

 　　　　　　　　　　　 同左

 　　２.取引の時価に関する事項 　

前連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

　　　該当事項はありません。

　なお金利スワップ取引を行っておりますが、ヘッジ会

計を適用しておりますので、注記対象から除いており

ます。

　　　　　　　　　　　　同左
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（退職給付関係）

１．採用している退職給付制度の概要

　当社は、確定給付型の制度として退職金規程に基づく退職一時金制度を設けております。

２．退職給付債務及びその内訳

 
前連結会計年度

（平成19年３月31日）
当連結会計年度

（平成20年３月31日）

退職給付債務（千円） 25,285 34,111

　退職給付引当金（千円） 25,285 34,111

　（注）　当社は小規模会社に該当し簡便法を採用しているため、退職給付債務全額を退職給付引当金としております。

３．退職給付費用の内訳

 
前連結会計年度

（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

退職給付費用（千円） 7,138 13,130

勤務費用（千円） 7,138 13,130

　（注）　当社は小規模会社に該当し簡便法を採用しているため、退職給付費用全額を勤務費用としております。

４．退職給付債務の計算基礎

 
前連結会計年度

（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

退職給付債務の計算基礎

当社は小規模会社に該当し簡便法

を採用しているため、基礎率につ

いては記載しておりません。

　　　　　　同左

EDINET提出書類

株式会社サンウッド(E04001)

有価証券報告書

57/99



（ストック・オプション等関係）

前連結会計年度（自　平成18年４月１日　至　平成19年３月31日）

ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況

(1）ストック・オプションの内容

 
平成14年

ストック・オプション
平成17年

ストック・オプション①
平成17年

ストック・オプション②

付与対象者の区分及び人数
当社取締役４名

　　　　　及び従業員16名
当社従業員39名 当社取締役及び監査役６名

ストック・オプション数 普通株式　　　276株 普通株式　　　499株 普通株式　　　300株

付与日 平成14年２月７日 平成17年７月20日 平成17年８月25日

権利確定条件 該当事項はありません。

付与日（平成17年７月20

日）以降、権利確定日（平

成19年６月28日）まで継続

して勤務していること。

 付与日（平成17年８月25

日）以降、取締役及び監査

役の地位を喪失すること。

対象勤務期間 定めなし。 １年11ヶ月 定めなし。

権利行使期間
平成16年２月８日

　　　～平成23年３月31日

平成19年６月30日

　　　～平成27年６月29日

平成17年９月１日

　　　～平成37年６月29日

　（注）株式数に換算して記載しております。

(2）ストック・オプションの規模及びその変動状況

　当連結会計年度において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプションの数について

は、株式数に換算して記載しております。

①　ストック・オプションの数

 
平成14年

ストック・オプション
平成17年

ストック・オプション①
平成17年

ストック・オプション②

権利確定前　　　　　　（株）    

前連結会計年度末 － 469 －

付与 － － －

失効 － 45 －

権利確定 － － －

未確定残 － 424 －

権利確定後　　　　　　（株）    

前連結会計年度末 500 － 100

権利確定 － － －

権利行使 140 － 20

失効 － － －

未行使残 360 － 80

②　単価情報

 
平成14年

ストック・オプション
平成17年

ストック・オプション①
平成17年

ストック・オプション②

権利行使価格　　　　　　（円） 75,000 140,939 1

行使時平均株価　　　　　（円） 214,714 － 210,000

公正な評価単価（付与日）（円） － － －

当連結会計年度（自　平成19年４月１日　至　平成20年３月31日）

ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況
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(1）ストック・オプションの内容

 
平成14年

ストック・オプション
平成17年

ストック・オプション①
平成17年

ストック・オプション②

付与対象者の区分及び人数
当社取締役４名

　　　　　及び従業員16名
当社従業員39名 当社取締役及び監査役６名

ストック・オプション数 普通株式　　　276株 普通株式　　　499株 普通株式　　　300株

付与日 平成14年２月７日 平成17年７月20日 平成17年８月25日

権利確定条件 該当事項はありません。

付与日（平成17年７月20

日）以降、権利確定日（平

成19年６月28日）まで継続

して勤務していること。

 付与日（平成17年８月25

日）以降、取締役及び監査

役の地位を喪失すること。

対象勤務期間 定めなし。 １年11ヶ月 定めなし。

権利行使期間
平成16年２月８日

　　　～平成23年３月31日

平成19年６月30日

　　　～平成27年６月29日

平成17年９月１日

　　　～平成37年６月29日

　（注）株式数に換算して記載しております。

(2）ストック・オプションの規模及びその変動状況

　当連結会計年度において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプションの数について

は、株式数に換算して記載しております。

①　ストック・オプションの数

 
平成14年

ストック・オプション
平成17年

ストック・オプション①
平成17年

ストック・オプション②

権利確定前　　　　　　（株）    

前連結会計年度末 － 424 －

付与 － － －

失効 － 10 －

権利確定 － 414 －

未確定残 － － －

権利確定後　　　　　　（株）    

前連結会計年度末 360 － 80

権利確定 － 414 －

権利行使 － 81 －

失効 － － －

未行使残 360 333 80

②　単価情報

 
平成14年

ストック・オプション
平成17年

ストック・オプション①
平成17年

ストック・オプション②

権利行使価格　　　　　　（円） 75,000 140,939 1

行使時平均株価　　　　　（円） － 289,037 －

公正な評価単価（付与日）（円） － － －
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（税効果会計関係）

前連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の主な原因別の内訳 １．繰延税金資産及び繰延税金負債の主な原因別の内訳

繰延税金資産（流動） 千円

未払事業税 1,225

賞与引当金否認 8,201

広告宣伝費否認 8,782

繰越欠損金 211,054

その他 5,826

　計 235,090

繰延税金資産（固定）  

退職給付引当金否認 10,288

　その他 4,365

  評価性引当額 △14,653

　計 －

繰延税金負債（固定）  

特別償却準備金 △110

計 △110

繰延税金資産の純額 234,980

繰延税金資産（流動） 千円

未払事業税 50,446

賞与引当金否認 18,199

役員賞与引当金否認 12,207

買掛金 47,011

繰越欠損金 261,499

その他 5,100

評価性引当額 △261,499

　計 132,965

繰延税金資産（固定）  

退職給付引当金否認 13,879

　その他 4,365

  　　　　　　　計 18,244

　  

　  

　  

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との間に重要な差異がある時の当該差異の原因と

なった主要な項目別の内訳

 　 当連結会計年度は、税金等調整前当期純損失であるた

め記載を省略しております。 

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との間に重要な差異がある時の当該差異の原因と

なった主要な項目別の内訳

　
       

（％）

法定実効税率 40.7

 　（調整）  

交際費等永久に損金に算入されない項目 0.2

住民税均等割額 0.2

評価性引当額の増減 3.4

その他 1.1

税効果適用後の法人税等の負担率 45.6
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（セグメント情報）

【事業の種類別セグメント情報】

前連結会計年度（自　平成18年４月１日　至　平成19年３月31日）

不動産販売事業の売上高、営業利益及び資産の金額は、全セグメントの売上高の合計、営業利益及び全セグメン

トの資産の金額の合計額に占める割合がいずれも90％超であるため、事業の種類別セグメント情報の記載を省略

しております。

当連結会計年度（自　平成19年４月１日　至　平成20年３月31日）

不動産販売事業の売上高、営業利益及び資産の金額は、全セグメントの売上高の合計、営業利益及び全セグメン

トの資産の金額の合計額に占める割合がいずれも90％超であるため、事業の種類別セグメント情報の記載を省略

しております。

　

【所在地別セグメント情報】

前連結会計年度（自　平成18年４月１日　至　平成19年３月31日）

本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社及び在外支店がないため、該当事項はありません。

当連結会計年度（自　平成19年４月１日　至　平成20年３月31日）

本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社及び在外支店がないため、該当事項はありません。

【海外売上高】

前連結会計年度（自　平成18年４月１日　至　平成19年３月31日）

海外売上高がないため該当事項はありません。

当連結会計年度（自　平成19年４月１日　至　平成20年３月31日）

海外売上高がないため該当事項はありません。
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【関連当事者との取引】

前連結会計年度（自　平成18年４月１日　至　平成19年３月31日）

その他の関係会社

属性
会社等の
名称

住所
資本金又
は出資金
（千円）

事業の内容
又は職業

議決権等の
被所有割合

関係内容

取引の内容
取引金額
（千円）

科目
期末残高
（千円）役員の

兼任等
事業上の
関係

その他の

関係会社
森ビル㈱

東京都

港区
1,000,000

不動産の賃

貸借・売買

建築工事の

請負

スポーツ施

設等の経営

（被所有）

直接8.44％

間接18.74％

役員1名

不動産の

販売・斡

旋、分譲マ

ンション

の共同開

発、マン

ション分

譲事業の

受託等

本社事務

所等の賃

借

49,518
敷金

前払費用

36,736

3,966

　（注）１．取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。

２．取引条件及び取引条件の決定方針等については、同一物件内の他の入居者と同一の水準によっております。

当連結会計年度（自　平成19年４月１日　至　平成20年３月31日）

その他の関係会社

属性
会社等の
名称

住所
資本金又
は出資金
（千円）

事業の内容
又は職業

議決権等の
被所有割合

関係内容

取引の内容
取引金額
（千円）

科目
期末残高
（千円）役員の

兼任等
事業上の
関係

その他の

関係会社
森ビル㈱

東京都

港区
65,000,000

不動産の賃

貸借・売買

建築工事の

請負

スポーツ施

設等の経営

（被所有）

直接7.44％

間接16.17％

役員1名

不動産の

販売・斡

旋、分譲

マンショ

ンの共同

開発、マ

ンション

分譲事業

の受託等

本社事務

所等の賃

借

52,334
敷金

前払費用

36,736

3,966

当社事業

用地の販

売

8,600,000

217,796
前受金 2,096

不動産用

地の斡旋
17,980 － －

資金の借

入
1,500,000 － －

利息の支

払 
9,801 － －

雑誌掲載

料
8,809 未払費用 1,464

　（注）１．取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。

２．取引条件及び取引条件の決定方針等

　　本社事務所等の賃借については、同一物件内の他の入居者と同一の水準によっております。

　　当社事業用地の販売および雑誌掲載料については、市場価格を参考に決定しております。

　　資金の借入に係る支払金利については、市場金利を参考に決定しております。

　　不動産用地の斡旋に係る仲介手数料については、法定の料率によっております。
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（１株当たり情報）

前連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

１株当たり純資産額 54,197.14円

１株当たり当期純損失 11,873.42円

　なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益について

は、潜在株式は存在するものの１株当たり当期純損失

であるため記載しておりません。

１株当たり純資産額 93,379.86円

１株当たり当期純利益 23,002.85円

潜在株式調整後

１株当たり当期純利益
22,734.05円

　（注）　１株当たり当期純利益または１株当たり当期純損失及び潜在株式調整後１株当たり当期純利益の算定上の基礎

は、以下のとおりであります。

 
前連結会計年度

(自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日)

当連結会計年度
(自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日)

１株当たり当期純利益又は１株当たり当期純

損失

  

当期純利益又は当期純損失（△）（千円） △408,576 858,780

普通株主に帰属しない金額（千円） － －

普通株式に係る当期純利益又は当期純損失

（△）（千円）

△408,576 858,780

期中平均株式数（株） 34,411 37,333

　   

潜在株式調整後１株当たり当期純利益   

当期純利益調整額（千円） － －

普通株式増加数（株） － 442

（うち新株予約権） (－)

 

(442)

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後

１株当たり当期純利益の算定に含めなかった

潜在株式の概要

－ －

（重要な後発事象）

前連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

　特定プロジェクトの借入に関する財務制限状況について

　当社は、当連結会計年度末において、「注記事項（連結

貸借対照表関係）」に記載しております「３．偶発債務

 (2)特定プロジェクトの借入に関する財務制限条項」の

①②並びに③の要件に抵触しております。そのため、平成

19年４月26日に定期預金（400,000千円）を、銀行団との

総額57億円の借入契約に基づく借入金の担保として供し

ております。

　また、新たに上記資産を担保に供することで、同借入契

約に基づく未借入分である22億８千万円の借入を平成19

年４月27日に実行しました。

　当社は、平成20年６月25日開催の定時株主総会におい

て、会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づき、

当社の従業員に対しストックオプションとして発行する

新株予約権の募集要綱の決定を取締役会に委任すること

を決議いたしました。その概要は次のとおりであります。

(1) 新株予約権の数の上限

新株予約権500個を上限とする。

(2) 新株予約権と引換えに払込む金銭

新株予約権につき、金銭の払込みを要しないこととす

る。
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前連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

 (3) 新株予約権の内容

①新株予約権の目的である株式の種類及び数

　当社普通株式500株を上限とする。

　新株予約権１個当たりの目的である株式の数（以

下、「付与株式数」という。）は１株とする。なお、本

総会における決議の日（以下、「決議日」という。）

以後、当社が、当社普通株式につき、株式分割（当社

普通株式の株式無償割当てを含む。以下、同様。）ま

たは株式併合を行う場合は、次の算式により付与株

式数を調整し、調整の結果生じる１株に満たない端

数はこれを切り捨てるものとする。

調整後付与株式数＝調整前付与株式数×

　　　　　　　　　　　株式分割（または株式併合）の比率

　また、上記のほか、決議日以降、付与株式数の調整を

必要とするやむを得ない事由が生じたときは、合理

的な範囲で付与株式数を調整する。

②新株予約権の行使に際して出資される財産の価額の

算定方法

　各新株予約権の行使に際して出資される財産の価

額は、新株予約権を行使することにより交付を受け

ることができる株式１株当たりの払込金額（以下、

「行使価額」という。）に付与株式数を乗じた金額

とする。

　行使価額は、新株予約権を割り当てる日（以下、

「割当日」という。）の属する月の前月の各日（取

引が成立しない日を除く）のジャスダック証券取引

所における当社普通株式の普通取引の終値の平均値

（終値のない日数を除く。）に1.05を乗じた金額と

し、１円未満の端数は切り上げる。但し、その価額が

割当日の前日の終値（当日に取引が成立しない場合

は、それに先立つ直近日の終値）を下回る場合は、当

該終値を行使価額とする。

　なお、割当日以降、当社が当社普通株式の株式分割

または株式併合を行う場合は、次の算式により行使

価額を調整し、調整により生じる１円未満の端数は

切り上げる。

調整後

行使価額
＝
調整前

行使価額
×

１

株式分割（または株式併合）の比率
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前連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

 　また、割当日以降、当社が当社普通株式について時

価を下回る価額で新株式の発行または自己株式の処

分を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、

調整により生じる１円未満の端数は切り上げる。　

　但し、新株式の発行または自己株式の処分が、新株

予約権の行使により行われる場合は、行使価額の調

整は行わない。

    

既発行

株式数 ＋

新規

発行

株式数

×

１株当たり

払込金額

調整後

行使価額
＝
調整前

行使価額
×

新規発行前の株価

既発行株式数 ＋ 新規発行株式数

　なお、上記算式において、「既発行株式数」とは当

社の発行済普通株式数から当社の保有する普通株式

にかかる自己株式数を控除した数とし、また、自己株

式を処分する場合には、「新規発行株式数」を「処

分する自己株式数」に、「新規発行前の株価」を

「処分前の株価」に読み替えるものとする。

③新株予約権を行使することができる期間

　平成22年６月26日から平成30年６月25日までの範

囲内で、取締役会において決定するものとする。

④新株予約権の行使により株式を発行する場合に増加

する資本金及び資本準備金に関する事項

ⅰ．新株予約権の行使により株式を発行する場合に増

加する資本金の額は、会社計算規則第40条第１項

の規定に従い算出される資本金等増加限度額の２

分の１の金額とし、計算の結果生じる１円未満の

端数は、これを切り上げるものとする。

ⅱ．新株予約権の行使により株式を発行する場合に増

加する資本準備金の額は、上記ⅰ．に定める資本

金等増加限度額から上記ⅰ．に定める増加する資

本金の額を減じた額とする。

⑤譲渡による新株予約権の取得の制限

　譲渡による新株予約権の取得については、取締役会

の承認を要する。

⑥新株予約権の取得事由及び条件

　当社が消滅会社となる合併契約が株主総会で承認

された場合、当社が分割会社となる分割契約もしく

は分割計画が株主総会で承認された場合、または当

社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移

転計画が株主総会で承認された場合には、当社は、取

締役会が別途定める日に、無償で新株予約権を取得

することができる。
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前連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

 ⑦組織再編における新株予約権の消滅及び再編対象会

社の新株予約権の交付の内容に関する事項

　当社が、合併（当社が合併により消滅する場合に限

る。）、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転

（以上を総称して以下、「組織再編行為」という。）

をする場合において、組織再編行為の効力発生の直

前において残存する新株予約権（以下、「残存新株

予約権」という。）を有する新株予約権者に対し、そ

れぞれの場合につき、会社法第236条第１項第８号イ

からホまでに掲げる株式会社（以下、「再編対象会

社」という。）の新株予約権を以下の条件に基づき

それぞれ交付することとする。

　この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再

編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとす

る。

　但し、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約

権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸

収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移

転計画において定めることを条件とする。

ⅰ．交付する再編対象会社の新株予約権の数

　新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と

同一の数をそれぞれ交付するものとする。

ⅱ．新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種

類

　再編対象会社の普通株式とする。

ⅲ．新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数

　組織再編行為の条件等を勘案の上、上記①に準じ

て決定する。

ⅳ．新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

　交付される各新株予約権の行使に際して出資さ

れる財産の価額は、上記②で定められる行使価額

を組織再編行為の条件等を勘案の上、調整して得

られる再編後払込金額に上記ⅲ．に従って決定さ

れる当該新株予約権の目的である再編対象会社の

株式の数を乗じて得られる金額とする。

ⅴ．新株予約権を行使することができる期間

　上記③に定める新株予約権を行使することがで

きる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日の

うちいずれか遅い日から、上記③に定める新株予

約権を行使することができる期間の満了日までと

する。

ⅵ．新株予約権の行使により株式を発行する場合に増

加する資本金及び資本準備金に関する事項

　上記④に準じて決定する。

ⅶ．譲渡による新株予約権の取得の制限

　譲渡による新株予約権の取得については、再編対

象会社の取締役会の承認を要する。

ⅷ．新株予約権の取得事由及び条件

　上記⑥に準じて決定する。
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前連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

 ⑧新株予約権の行使により生じる１株に満たない端数

の取扱い

　新株予約権を行使した新株予約権者に交付する株

式の数に１株に満たない端数がある場合には、これ

を切り捨てるものとする。

 　当社は、平成20年６月25日開催の定時株主総会におい

て、会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づき、

当社の役員に対し株式報酬型ストックオプションとして

発行する新株予約権の募集要綱の決定を取締役会に委任

することを決議いたしました。その概要は次のとおりで

あります。

　(1) 新株予約権の数の上限

　新株予約権300個を上限とする。

　(2) 新株予約権と引換えに払込む金銭

　新株予約権につき、金銭の払込みを要しないことと

する。

 　(3) 新株予約権の内容

　①新株予約権の目的である株式の種類及び数

　当社普通株式300株を上限とする。

　新株予約権１個当たりの目的である株式の数（以

下、「付与株式数」という。）は１株とする。なお、本

総会における決議の日（以下、「決議日」という。）

以後、当社が、当社普通株式につき、株式分割（当社

普通株式の株式無償割当てを含む。以下、同様。）ま

たは株式併合を行う場合は、次の算式により付与株

式数を調整し、調整の結果生じる１株に満たない端

数はこれを切り捨てるものとする。

調整後付与株式数＝調整前付与株式数×

　　　　　　　　　　　株式分割（または株式併合）の比率

　また、上記のほか、決議日以降、付与株式数の調整を

必要とするやむを得ない事由が生じたときは、合理

的な範囲で付与株式数を調整する。

②新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

　各新株予約権の行使に際して出資される財産の価

額は、新株予約権を行使することにより交付を受け

ることができる株式１株当たりの払込金額を１円と

し、これに付与株式数を乗じた金額とする。

③新株予約権を行使することができる期間

　平成20年６月26日から平成40年６月25日までの範

囲内で、取締役会において決定するものとする。

④新株予約権の行使により株式を発行する場合に増加

する資本金及び資本準備金に関する事項

ⅰ．新株予約権の行使により株式を発行する場合に増

加する資本金の額は、会社計算規則第40条第１項

の規定に従い算出される資本金等増加限度額の２

分の１の金額とし、計算の結果生じる１円未満の

端数は、これを切り上げるものとする。
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前連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

 ⅱ．新株予約権の行使により株式を発行する場合に増

加する資本準備金の額は、上記ⅰ．に定める資本

金等増加限度額から上記ⅰ．に定める増加する資

本金の額を減じた額とする。

⑤譲渡による新株予約権の取得の制限

　譲渡による新株予約権の取得については、取締役会

の承認を要する。

⑥新株予約権の行使により生じる１株に満たない端数

の取扱い

　新株予約権を行使した新株予約権者に交付する株

式の数に１株に満たない端数がある場合には、これ

を切り捨てるものとする。

⑦その他の新株予約権の行使の条件

ⅰ．新株予約権者は、上記③の期間内において、当社の

役員がその地位を喪失した日の翌日から新株予約

権を行使できるものとする。但し、当社の取締役会

において相当の理由があると判断した場合は、役

員在任中の権利行使を認めるものとする。

ⅱ．新株予約権１個当たりの一部行使はできないもの

とする。
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⑤【連結附属明細表】

【社債明細表】

会社名 銘柄 発行年月日
前期末残高
（千円）

当期末残高
（千円）

利率（％） 担保 償還期限

 東京デベロップメン

トサード特定目的会社
 第1回特定社債

平成18年

３月31日 
400,000 － 1.25 あり －

合計 － － 400,000 － － － －

【借入金等明細表】

区分
前期末残高
（千円）

当期末残高
（千円）

平均利率
（％）

返済期限

短期借入金 850,000 634,000 1.88 －

１年以内に返済予定の長期借入金 1,200,000 9,400,000 2.19 －

１年以内に返済予定のリース債務 － － － －　

長期借入金（１年以内に返済予定のものを除く。） 23,880,000 9,540,000 2.39
平成21年11月～

平成22年6月

リース債務（１年以内に返済予定のものを除く。） － － － －　

その他の有利子負債 － － － －

合計 25,930,000 19,574,000 － －

　（注）１．平均利率については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。

２．長期借入金（１年以内に返済予定のものを除く。）の連結決算日後５年間の返済予定額は以下のとおりであ

ります。

 
１年超２年以内
（千円）

２年超３年以内
（千円）

３年超４年以内
（千円）

４年超５年以内
（千円）

長期借入金 5,700,000 3,840,000 － －

（２）【その他】

　該当事項はありません。
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２【財務諸表等】

（１）【財務諸表】

①【貸借対照表】

  
前事業年度

（平成19年３月31日）
当事業年度

（平成20年３月31日）

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

（資産の部）        

Ⅰ　流動資産        

１．現金及び預金   1,570,376   1,740,558  

２．売掛金   12,112   847  

３．販売用不動産 　  268,348   2,317,976  

４．仕掛品 ※１  14,768,638   16,500,685  

５．前払費用   65,402   43,274  

６．繰延税金資産   137,836   132,965  

７．未収入金   128,227   142,028  

８．その他   56,228   29,869  

流動資産合計   17,007,171 95.5  20,908,207 93.6

Ⅱ　固定資産        

１．有形固定資産        

(1）建物  83,866   88,916   

減価償却累計額  5,209 78,656  7,414 81,501  

(2）工具器具備品  31,583   21,301   

減価償却累計額  16,500 15,082  11,805 9,495  

(3）土地   68,732   68,732  

有形固定資産合計   162,472 0.9  159,730 0.7

２．無形固定資産        

(1）ソフトウェア   766   614  

(2）電話加入権   436   436  

無形固定資産合計   1,203 0.0  1,051 0.0

３．投資その他の資産        

(1）長期性預金 ※１  －   400,000  

(2）投資有価証券 ※２  543,000   763,000  

(3）長期差入有価証券   10,058   10,051  

(4）敷金   41,047   37,835  

(5）差入保証金   28,200   28,200  

(6）繰延税金資産   －   18,244  

(7）その他 ※２  18,069   19,680  

投資その他の資産合計   640,375 3.6  1,277,012 5.7

固定資産合計   804,051 4.5  1,437,793 6.4

資産合計   17,811,223 100.0  22,346,001 100.0
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前事業年度

（平成19年３月31日）
当事業年度

（平成20年３月31日）

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

（負債の部）        

Ⅰ　流動負債        

１．買掛金   202,973   765,109  

２．短期借入金 ※１  850,000   634,000  

３．１年以内返済予定の長
期借入金

※１  1,200,000   3,100,000  

４．未払金   1,185   3,441  

５．未払費用   114,703   126,932  

６．未払法人税等   5,709   643,000  

７．前受金   2,140,618   1,940,330  

８．預り金   28,574   1,206,561  

９．賞与引当金   20,156   44,728  

10．役員賞与引当金   －   30,000  

流動負債合計   4,563,919 25.6  8,494,102 38.0

Ⅱ　固定負債        

１．長期借入金 ※１  10,780,000   9,540,000  

２．退職給付引当金   25,285   34,111  

３．その他   2,210   2,100  

固定負債合計   10,807,495 60.7  9,576,211 42.9

負債合計   15,371,415 86.3  18,070,313 80.9

        

（純資産の部） 　       

Ⅰ　株主資本 　       

１．資本金 　  769,000 4.3  1,266,817 5.7

２．資本剰余金 　       

(1）資本準備金  617,800   1,115,617   

(2）その他資本剰余金  －   69   

資本剰余金合計 　  617,800 3.5  1,115,686 5.0

３．利益剰余金 　       

(1）利益準備金 　 5,469   5,469   

(2）その他利益剰余金 　       

特別償却準備金 　 327   160   

繰越利益剰余金 　 1,047,727   1,887,858   

利益剰余金合計 　  1,053,525 5.9  1,893,488 8.5

４．自己株式 　  △517 △0.0  △304 △0.0

株主資本合計 　  2,439,807 13.7  4,275,687 19.1

純資産合計 　  2,439,807 13.7  4,275,687 19.1

負債純資産合計 　  17,811,223 100.0  22,346,001 100.0
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②【損益計算書】

  
前事業年度

（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

当事業年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

区分
注記
番号

金額（千円）
百分比
（％）

金額（千円）
百分比
（％）

Ⅰ　売上高        

１．不動産販売事業収入 ※１ 7,823,158   16,438,336   

２．その他事業収入 ※１ 157,587 7,980,746 100.0 78,335 16,516,671 100.0

Ⅱ　売上原価        

１．不動産販売事業原価 ※１ 6,731,499   14,028,018   

２．その他事業原価  46,394 6,777,894 84.9 11,127 14,039,146 85.0

売上総利益   1,202,851 15.1  2,477,525 15.0

Ⅲ　販売費及び一般管理費 ※２  1,335,824 16.7  1,206,572 7.3

営業利益又は
営業損失(△)   △132,972 △1.6  1,270,952 7.7

Ⅳ　営業外収益        

１．受取利息  1,848   4,197   

２．受取配当金 ※１ －   20,700   

３．固定資産税等負担収入  528   1,665   

４．解約違約金収入 　 2,274   66,000   

５．その他  3,154 7,805 0.1 13,761 106,324 0.7

Ⅴ　営業外費用        

１．支払利息  124,545   320,621   

２．株式交付費  － 124,545 1.6 6,615 327,237 2.0

経常利益又は
経常損失(△)   △249,711 △3.1  1,050,040 6.4

Ⅵ　特別利益        

１．貸倒引当金戻入益  1,316   －   

２．和解金  －   500,000   

３．固定資産売却益 ※３ 1,125 2,442 0.0 － 500,000 3.0

Ⅶ　特別損失        

１．固定資産除却損 ※４ 6,410   2,682   

２．その他投資評価損 　 520 6,930 0.1 － 2,682 0.0

税引前当期純利益又は
純損失(△)   △254,200 △3.2  1,547,358 9.4

法人税、住民税及び
事業税

 2,290   634,736   

法人税等調整額  △86,151 △83,861 △1.1 △13,484 621,252 3.8

当期純利益又は当期純
損失(△)   △170,338 △2.1  926,106 5.6
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売上原価明細書

(イ）不動産販売事業原価

  
前事業年度

（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

当事業年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

用地費  5,198,024 77.2 12,635,612 90.1

外注・建築工事費  1,145,230 17.0 960,543 6.8

経費  388,245 5.8 431,862 3.1

不動産販売事業原価  6,731,499 100.0 14,028,018 100.0

　（注）　原価計算の方法は、個別原価計算によっております。

(ロ）その他事業原価

  
前事業年度

（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

当事業年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

外注工事費  41,961 90.4 8,021 72.1

その他  4,433 9.6 3,106 27.9

その他事業原価  46,394 100.0 11,127 100.0

　（注）　原価計算の方法は、個別原価計算によっております。
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③【株主資本等変動計算書】

前事業年度（自　平成18年４月１日　至　平成19年３月31日）

 

株主資本

純資産合計
資本金

資本剰余金 利益剰余金

自己株式
株主資本
合計資本準備

金
資本剰余
金合計

利益準備
金

その他利益剰余金
　

利益剰余
金合計

特別償却
準備金

繰越利益
剰余金

平成18年３月31日　残高
　　　　　　　　　（千円）

763,750 612,550 612,550 5,469 494 1,305,770 1,311,734 △2,645 2,685,389 2,685,389

事業年度中の変動額           

特別償却準備金の取崩
（注）

    △167 167     

新株の発行 5,250 5,250 5,250      10,500 10,500

剰余金の配当（注）      △85,742 △85,742  △85,742 △85,742

当期純損失      △170,338 △170,338  △170,338 △170,338

自己株式の処分      △2,128 △2,128 2,128 0 0

事業年度中の変動額合計
　　　　　　　　　（千円）

5,250 5,250 5,250 － △167 △258,042 △258,209 2,128 △245,581 △245,581

平成19年３月31日　残高
　　　　　　　　　（千円）

769,000 617,800 617,800 5,469 327 1,047,727 1,053,525 △517 2,439,807 2,439,807

 （注)平成18年６月の定時株主総会における利益処分項目であります。

当事業年度（自　平成19年４月１日　至　平成20年３月31日）

 

株主資本

純資産合計
資本金

資本剰余金 利益剰余金

自己株式
株主資本
合計資本準備

金

その他
資本剰
余金

資本剰余
金合計

利益準備
金

その他利益剰余金
　

利益剰余
金合計

特別償却
準備金

繰越利益
剰余金

平成19年３月31日　
残高（千円）

769,000 617,800 － 617,800 5,469 327 1,047,727 1,053,525 △517 2,439,807 2,439,807

事業年度中の変動額            

特別償却準備金の
取崩

     △167 167     

新株の発行 497,817 497,817  497,817      995,634 995,634

剰余金の配当       △86,142 △86,142  △86,142 △86,142

当期純利益       926,106 926,106  926,106 926,106

自己株式の処分   69 69     212 281 281

事業年度中の変動額
合計(千円）

497,817 497,817 69 497,886 － △167 840,130 839,963 212 1,835,879 1,835,879

平成20年３月31日　
残高（千円）

1,266,817 1,115,617 69 1,115,686 5,469 160 1,887,858 1,893,488 △304 4,275,687 4,275,687
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重要な会計方針

項目
前事業年度

（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

当事業年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

１．有価証券の評価基準及び

評価方法

(1）満期保有目的債券

　償却原価法（定額法）を採用しており

ます。

(1）満期保有目的債券

同左

 (2）その他有価証券

時価のないもの

　移動平均法による原価法を採用してお

ります。

(2）その他有価証券

時価のないもの

同左

２．デリバティブ等の評価基

準及び評価方法

(1）デリバティブ

　　時価法

(1）デリバティブ

同左

３．たな卸資産の評価基準及

び評価方法

(1）販売用不動産

　個別法による原価法を採用しておりま

す。

(1）販売用不動産

同左

 (2）仕掛品

　個別法による原価法を採用しておりま

す。

(2）仕掛品

同左

 (3）貯蔵品

　最終仕入原価法による原価法を採用し

ております。

(3）貯蔵品

同左

４．固定資産の減価償却の方

法

(1）有形固定資産

　定額法を採用しております。

　主な耐用年数は以下のとおりでありま

す。

(1）有形固定資産

　定額法を採用しております。

　主な耐用年数は以下のとおりであり

ます。

 建物　　　　　　15年～47年

工具器具備品　　２年～15年

建物　　　　　　15年～47年

工具器具備品　　２年～15年

（追加情報）

　当社は、法人税法改正に伴い、平成19年

３月31日以前に取得した資産について

は、改正前の法人税法に基づく減価償却

の方法の適用により取得価額の５％に

到達した事業年度の翌事業年度より、取

得価額の５％相当額と備忘価額との差

額を５年間にわたり均等償却し、減価償

却費に含めて計上しております。

 この変更による営業利益、経常利益、税

引前当期純利益に与える影響は軽微で

あります。

 (2）無形固定資産

　ソフトウェア（自社利用）については、

社内における見込利用期間（５年）によ

る定額法を採用しております。

(2）無形固定資産

同左

 

EDINET提出書類

株式会社サンウッド(E04001)

有価証券報告書

75/99



項目
前事業年度

（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

当事業年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

５．繰延資産の処理方法 株式交付費

　支出時に全額費用としております。

株式交付費

同左

６．引当金の計上基準 (1）貸倒引当金

　債権の貸倒による損失に備えるため、

一般債権については貸倒実績率により、

貸倒懸念債権等特定債権については、個

別に回収可能額を勘案し、回収不能見込

額を計上しております。

(1）貸倒引当金

同左

 (2）賞与引当金

　従業員の賞与の支給に備えるため、賞

与支給見込額の当期負担額を計上して

おります。

(2）賞与引当金

同左

 (3）役員賞与引当金

－

(3）役員賞与引当金

　役員賞与の支出に備えるため、当期に

おける支給見込額に基づき計上してお

ります。

 （追加情報）

　当社は、前事業年度において利益処分

による役員賞与の支給を行っておりま

せんでしたが、当事業年度において役

員賞与を支給することとなり、「役員

賞与に関する会計基準」（企業会計基

準委員会　平成17年11月29日　企業会計

基準第４号）に従い、役員賞与引当金

を計上しております。

　この結果、営業利益、経常利益及び税

引前当期純利益が、30,000千円減少して

おります。

 (4）退職給付引当金

　従業員の退職給付の支払に備えるため、

当期末における退職給付債務の見込額に

基づき計上しております。

(4）退職給付引当金

同左

７．リース取引の処理方法 　リース物件の所有権が借主に移転すると

認められるもの以外のファイナンス・

リース取引については、通常の賃貸借取引

に係る方法に準じた会計処理によってお

ります。

同左

８．ヘッジ会計の方法 (1）ヘッジ会計の方法

　金利スワップについては、金利スワップ

の特例処理の要件を満たしておりますの

で特例処理を採用しております。

(1）ヘッジ会計の方法

　　　　　　　同左

 (2）ヘッジ手段とヘッジ対象

（ヘッジ手段）

　　　金利スワップ

（ヘッジ対象）

　　　借入金の支払利息

(2）ヘッジ手段とヘッジ対象

（ヘッジ手段）

　　　　　　　同左

（ヘッジ対象）

　　　　　　同左
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項目
前事業年度

（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

当事業年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

 (3）ヘッジ方針

　デリバティブ取引の限度額を実需の範

囲とする方針であり、投機目的によるデ

リバティブは行わないこととしており

ます。また、相手方の契約不履行に係る

信用リスクを極小化するために、デリバ

ティブ取引先を信用度の高い金融機関

に限っております。

(3）ヘッジ方針

　　　　　　　同左

 (4）ヘッジ有効性評価の方法

　ヘッジ手段とヘッジ対象は重要な条件

が同一であるために高い有効性を有し

ております。

(4）ヘッジ有効性評価の方法

　　　　　　　同左

９．その他財務諸表作成のた

めの基本となる重要な事項

(1）消費税等の会計処理

　消費税等の会計処理は、税抜方式に

よっております。ただし、仲介手数料等

事業用地取得時の諸費用に係る控除対

象外の消費税等については、仕掛品に計

上し、物件の売上計上時に売上原価とし

て処理しております。その他の控除対象

外消費税等については販売費及び一般

管理費として処理しております。

(1）消費税等の会計処理

同左

会計処理方法の変更

前事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

当事業年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

 （貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準）

　当事業年度より「貸借対照表の純資産の部の表示に関

する会計基準」（企業会計基準委員会　平成17年12月９

日　企業会計基準第５号）及び「貸借対照表の純資産の

部の表示に関する会計基準等の適用指針」（企業会計基

準委員会　平成17年12月９日　企業会計基準適用指針第８

号）を適用しております。

　従来の資本の部の合計に相当する金額は、2,439,807千円

であります。

　なお、当事業年度における貸借対照表の純資産の部につ

いては、財務諸表等規則の改正に伴い、改正後の財務諸表

等規則により作成しております。 

 （減価償却方法の変更）

　当社は、法人税法改正に伴い、当事業年度より、平成19年

４月１日以降に取得した有形固定資産について、改正後

の法人税法に基づく減価償却の方法に変更しておりま

す。

　この変更による営業利益、経常利益、税引前当期純利益

に与える影響は軽微であります。
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注記事項

（貸借対照表関係）

前事業年度
（平成19年３月31日）

当事業年度
（平成20年３月31日）

※１．担保資産及び担保付債務

　担保に供している資産は次のとおりであります。

※１．担保資産及び担保付債務

　担保に供している資産は次のとおりであります。

   

仕掛品 13,362,082 千円
  千円

仕掛品 15,753,616 

長期性預金 400,000 

計 16,153,616 

　担保付債務は次のとおりであります。 　担保付債務は次のとおりであります。

  千円

短期借入金 850,000 

一年以内返済予定長期借

入金
1,200,000 

長期借入金 10,780,000 

計 12,830,000 

  千円

短期借入金 600,000 

一年以内返済予定長期借

入金
3,100,000 

長期借入金 9,540,000 

計 13,240,000 

※２．投資有価証券には、現在当社及び共同事業者で推進

中の「（仮称）横浜北仲プロジェクト」開発を目

的にした特定目的会社「北仲総合開発特定目的会

社」への優先出資証券120,000千円、「(仮称)永田町

２丁目プロジェクト」開発を目的とした特定目的

会社「東京デベロップメントサード特定目的会

社」（関係会社）への優先出資証券420,000千円が

含まれております。また、投資その他の資産のその

他には「北仲総合開発特定目的会社」へ特定出資

を行っている有限責任中間法人の設立基金2,000千

円、「東京デベロップメントサード特定目的会社」

への特定出資を行っている有限責任中間法人の設

立基金3,500千円が含まれております。

※２．投資有価証券には、現在当社及び共同事業者で推進

中の「（仮称）横浜北仲プロジェクト」開発を目

的にした特定目的会社「北仲総合開発特定目的会

社」への優先出資証券160,000千円、「(仮称)永田町

２丁目プロジェクト」開発を目的とした特定目的

会社「東京デベロップメントサード特定目的会

社」（関係会社）への優先出資証券600,000千円が

含まれております。また、投資その他の資産のその

他には「東京デベロップメントサード特定目的会

社」への特定出資100千円、「北仲総合開発特定目

的会社」へ特定出資を行っている有限責任中間法

人の設立基金2,000千円、「東京デベロップメント

サード特定目的会社」への特定出資を行っている

有限責任中間法人の設立基金5,000千円が含まれて

おります。

　３．偶発債務

(1）解除条件付土地売買契約に係る偶発債務

2,307,600千円

　当社及び他事業者と前記「北仲総合開発特定目的

会社」との間で、同社の現在の借入金及び特定社

債の全額弁済を目的とする新規借入金等の確定

・実行を解除条件として、同社保有の土地等につ

いての売買契約を締結していることに伴う偶発

債務であります。

　３．偶発債務

(1）解除条件付土地売買契約に係る偶発債務

2,640,000千円

　当社及び他事業者と前記「北仲総合開発特定目的

会社」との間で、同社の現在の借入金及び特定社

債の全額弁済を目的とする新規借入金等の確定

・実行を解除条件として、同社保有の土地等につ

いての売買契約を締結していることに伴う偶発

債務であります。
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前事業年度
（平成19年３月31日）

当事業年度
（平成20年３月31日）

 　（2）債務保証

 　　　連結子会社のうち金融機関からの借入に対し債務保

証を行っております。

東京デベロップメントサード特定目的会社

　　　　　　　　　　　　　　　7,200,000千円

 　（2）　　　　　　　　－

　　(3)特定プロジェクトの借入に関する財務制限条項

　当社は、平成19年２月26日に銀行団と特定プロジェ

クトに関して総額57億円の借入契約を締結し、平成

19年２月28日に34億２千万円の借り入れを実行し

ました。この借入契約には以下の財務制限条項が付

されております。

　①平成19年３月期から平成21年３月期までの各事業

年度の末日における連結貸借対照表及び単体の

貸借対照表における純資産の部の金額（但し、連

結の貸借対照表においては純資産の部の金額か

ら繰延ヘッジ損益、新株予約権及び少数株主持分

を控除した金額であり、単体の貸借対照表におい

ては純資産の部の金額から繰延ヘッジ損益及び

新株予約権を控除した金額）を、平成18年３月期

末のそれぞれ連結貸借対照表及び単体の貸借対

照表における資本の部の金額以上に維持するこ

と。

  ②平成19年３月期から平成21年３月期までの各事

業年度における連結及び単体の貸借対照表にお

ける純資産比率を、平成18年３月期末の純資産比

率以上にそれぞれ維持すること。なお、純資産比

率とは、連結貸借対照表の純資産の部の金額から

繰延ヘッジ損益、新株予約権及び少数株主持分を

控除した金額（但し、平成18年３月期について

は、資本の部の金額）を資産合計の金額で除した

比率、及び単体の貸借対照表の純資産の部の金額

から繰延ヘッジ損益及び新株予約権を控除した

金額（但し、平成18年３月期については、資本の

部の金額）を資産合計の金額で除した比率をい

う。

③平成19年３月期から平成21年３月期までの各事

業年度における連結及び単体の損益計算書上の

経常損益が、経常損失とならないこと。

　　(3)特定プロジェクトの借入に関する財務制限条項

　当社は、平成19年２月26日に銀行団と特定プロジェ

クトに関して総額57億円の借入契約を締結し、平成

19年２月28日に34億２千万円、平成19年４月27日に

22億８千万円の借り入れを実行しました。この借入

契約には以下の財務制限条項が付されております。

　①平成19年３月期から平成21年３月期までの各事業

年度の末日における連結貸借対照表及び単体の

貸借対照表における純資産の部の金額（但し、連

結の貸借対照表においては純資産の部の金額か

ら繰延ヘッジ損益、新株予約権及び少数株主持分

を控除した金額であり、単体の貸借対照表におい

ては純資産の部の金額から繰延ヘッジ損益及び

新株予約権を控除した金額）を、平成18年３月期

末のそれぞれ連結貸借対照表及び単体の貸借対

照表における資本の部の金額以上に維持するこ

と。

  ②平成19年３月期から平成21年３月期までの各事

業年度における連結及び単体の貸借対照表にお

ける純資産比率を、平成18年３月期末の純資産比

率以上にそれぞれ維持すること。なお、純資産比

率とは、連結貸借対照表の純資産の部の金額から

繰延ヘッジ損益、新株予約権及び少数株主持分を

控除した金額（但し、平成18年３月期について

は、資本の部の金額）を資産合計の金額で除した

比率、及び単体の貸借対照表の純資産の部の金額

から繰延ヘッジ損益及び新株予約権を控除した

金額（但し、平成18年３月期については、資本の

部の金額）を資産合計の金額で除した比率をい

う。

③平成19年３月期から平成21年３月期までの各事

業年度における連結及び単体の損益計算書上の

経常損益が、経常損失とならないこと。
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（損益計算書関係）

前事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

当事業年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

※１．　　　　　　　　－ ※１　関係会社との取引に係るものが次の通り含まれてお

ります。

  千円

関係会社への売上高 8,835,777 

関係会社からの仕入高 7,504,765 

関係会社からの受取配当金 20,700 

※２．販売費に属する費用のおおよその割合は35.6％、一

般管理費に属する費用のおおよその割合は64.4％で

あります。

　主要な費目及び金額は以下のとおりであります。

※２．販売費に属する費用のおおよその割合は18.6％、一

般管理費に属する費用のおおよその割合は81.4％で

あります。

　主要な費目及び金額は以下のとおりであります。

  千円

役員報酬 96,300 

給与・賞与 278,501 

賞与引当金繰入額 20,156 

退職給付費用 7,138 

広告宣伝費 433,804 

支払手数料 124,848 

賃借料 105,828 

租税公課 77,871 

販売委託費 39,552 

減価償却費 12,477 

  千円

役員報酬 91,305 

給与・賞与 289,142 

賞与引当金繰入額 44,728 

役員賞与引当金繰入額 30,000 

退職給付費用 13,130 

広告宣伝費 192,540 

支払手数料 189,313 

租税公課 85,860 

賃借料 69,366 

 ※３．固定資産売却益の内容は、次のとおりであります。

　　　 土地     600千円 

 　　　建物     524千円

 　　　　計   1,125千円

　

 ※３．　　　　　　　　－

 ※４．固定資産除却損の内容は、次のとおりであります。

           工具器具備品      6,410千円

 ※４．固定資産除却損の内容は、次のとおりであります。

           工具器具備品      2,682千円

（株主資本等変動計算書関係）

前事業年度（自　平成18年４月１日　至　平成19年３月31日）

自己株式の種類及び株式数に関する事項

 
前事業年度末株式
数（株）

当事業年度増加株
式数（株）

当事業年度減少株
式数（株）

当事業年度末株式
数（株）

普通株式（注) 24 － 20 4

合計 24 － 20 4

 (注)　自己株式の減少はストック・オプションの権利行使による自己株式からの充当による減少分であります。

当事業年度（自　平成19年４月１日　至　平成20年３月31日）

自己株式の種類及び株式数に関する事項

 
前事業年度末株式
数（株）

当事業年度増加株
式数（株）

当事業年度減少株
式数（株）

当事業年度末株式
数（株）

普通株式（注) 4 － 2 2

合計 4 － 2 2

 (注)　自己株式の減少はストック・オプションの権利行使による自己株式からの充当による減少分であります。
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（リース取引関係）

前事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

当事業年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

１．リース物件の所有権が借主に移転すると認められる

もの以外のファイナンス・リース取引

１．リース物件の所有権が借主に移転すると認められる

もの以外のファイナンス・リース取引

(1）リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当

額、減損損失累計額相当額及び期末残高相当額

(1）リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当

額、減損損失累計額相当額及び期末残高相当額

 
取得価額
相当額
（千円）

減価償却
累計額相
当額
（千円）

期末残高
相当額
（千円）

工具器具備品 2,967 1,545 1,421

ソフトウェア 19,028 6,824 12,204

 合計 21,995 8,369 13,626

 
取得価額
相当額
（千円）

減価償却
累計額相
当額
（千円）

期末残高
相当額
（千円）

工具器具備品 2,967 2,287 679

ソフトウェア 23,600 11,296 12,303

 合計 26,567 13,583 12,983

(2）未経過リース料期末残高相当額等

 　　　未経過リース料期末残高相当額

(2）未経過リース料期末残高相当額等

 　　　未経過リース料期末残高相当額

１年内      4,543千円

１年超       9,169千円

合計       13,712千円

１年内        5,660千円

１年超        7,456千円

合計       13,116千円

(3）支払リース料、リース資産減損勘定の取崩額、減価

償却費相当額、支払利息相当額及び減損損失

(3）支払リース料、リース資産減損勘定の取崩額、減価

償却費相当額、支払利息相当額及び減損損失

支払リース料      4,738千円

減価償却費相当額      4,547千円

支払利息相当額    272千円

支払リース料        5,457千円

減価償却費相当額        5,214千円

支払利息相当額       290千円

(4）減価償却費相当額の算定方法 (4）減価償却費相当額の算定方法

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定

額法によっております。

              同左

(5）利息相当額の算定方法 (5）利息相当額の算定方法

リース料総額とリース物件の取得価額相当額との

差額を利息相当額とし、各期への配分方法について

は、利息法によっております。

　　　　　　　同左

２．オペレーティング・リース取引 ２．オペレーティング・リース取引

未経過リース料

１年内 1,320千円

１年超 990千円

合計 2,310千円

 (減損損失について)

 　リース資産に配分された減損損失はありません。

未経過リース料

１年内 880千円

１年超 －千円

合計 880千円

 (減損損失について)

 　　　　　　　　　 同左
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（有価証券関係）

前事業年度末（平成19年３月31日）

　子会社株式及び関連会社株式で時価のあるものはありません。

当事業年度末（平成20年３月31日）

　子会社株式及び関連会社株式で時価のあるものはありません。

（税効果会計関係）

前事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

当事業年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の主な原因別の内訳 １．繰延税金資産及び繰延税金負債の主な原因別の内訳

繰延税金資産（流動） 千円

未払事業税 1,225

賞与引当金否認 8,201

広告宣伝費否認 8,782

繰越欠損金 113,800

その他 5,826

　計 137,836

繰延税金資産（固定）  

退職給付引当金否認 10,228

その他 4,365

  評価性引当額 △14,653

              　計 －

繰延税金負債（固定）  

特別償却準備金 △110

計 △110

繰延税金資産の純額 137,726

繰延税金資産（流動） 千円

未払事業税 50,446

賞与引当金否認 18,199

役員賞与引当金否認 12,207

買掛金 47,011

その他 5,100

　計 132,965

繰延税金資産（固定）  

退職給付引当金否認 13,879

その他 4,365

  　　　　　　 計 18,244

              　  

　  

　  

　  

　  

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との間に重要な差異がある時の当該差異の原因と

なった主要な項目別の内訳

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との間に重要な差異がある時の当該差異の原因と

なった主要な項目別の内訳

　　 当期は、税引前純損失であるため記載を省略しておりま

す。

　　 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率と

の差が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を

省略しております。
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（１株当たり情報）

前事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

当事業年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

１株当たり純資産額 70,807.32円

１株当たり当期純損失 4,950.12円

　なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益について

は、潜在株式は存在するものの１株当たり当期純損失

であるため記載しておりません。

１株当たり純資産額 109,807.58円

１株当たり当期純利益 24,806.19円

潜在株式調整後

１株当たり当期純利益
24,516.33円

　（注）　１株当たり当期純利益又は１株当たり当期純損失及び潜在株式調整後１株当たり当期純利益の算定上の基礎は、

以下のとおりであります。

 
前事業年度

(自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日)

当事業年度
(自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日)

１株当たり当期純利益又は１株当たり当期

純損失

  

当期純利益又は当期純損失（△） △170,338 926,106

普通株主に帰属しない金額（千円） － －

普通株式に係る当期純利益又は当期純損

失（△）（千円）

△170,338 926,106

期中平均株式数（株） 34,411 37,333

　   

潜在株式調整後１株当たり当期純利益   

当期純利益調整額（千円） － －

普通株式増加数（株） － 442

（うち新株予約権） (－) (442)

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後

１株当たり当期純利益の算定に含めなかっ

た潜在株式の概要

－ －

（重要な後発事象）

前事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

当事業年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

　特定プロジェクトの借入に関する財務制限状況について

　当社は、当事業年度末において、「注記事項（貸借対照

表関係）」に記載しております「４．偶発債務 (3)特定

プロジェクトの借入に関する財務制限条項」の①②並び

に③の要件に抵触しております。そのため、平成19年４月

26日に定期預金（400,000千円）を、銀行団との総額57億

円の借入契約に基づく借入金の担保として供しておりま

す。

　また、新たに上記資産を担保に供することで、同借入契

約に基づく未借入分である22億８千万円の借入を平成19

年４月27日に実行しました。

　当社は、平成20年６月25日開催の定時株主総会におい

て、会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づき、

当社の従業員に対しストックオプションとして発行する

新株予約権の募集要綱の決定を取締役会に委任すること

を決議いたしました。その概要は次のとおりであります。

(1) 新株予約権の数の上限

新株予約権500個を上限とする。

(2) 新株予約権と引換えに払込む金銭

新株予約権につき、金銭の払込みを要しないこととす

る。
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前事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

当事業年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

 (3) 新株予約権の内容

①新株予約権の目的である株式の種類及び数

　当社普通株式500株を上限とする。

　新株予約権１個当たりの目的である株式の数（以

下、「付与株式数」という。）は１株とする。なお、本

総会における決議の日（以下、「決議日」という。）

以後、当社が、当社普通株式につき、株式分割（当社

普通株式の株式無償割当てを含む。以下、同様。）ま

たは株式併合を行う場合は、次の算式により付与株

式数を調整し、調整の結果生じる１株に満たない端

数はこれを切り捨てるものとする。

調整後付与株式数＝調整前付与株式数×

　　　　　　　　　　　株式分割（または株式併合）の比率

　また、上記のほか、決議日以降、付与株式数の調整を

必要とするやむを得ない事由が生じたときは、合理

的な範囲で付与株式数を調整する。

②新株予約権の行使に際して出資される財産の価額の

算定方法

　各新株予約権の行使に際して出資される財産の価

額は、新株予約権を行使することにより交付を受け

ることができる株式１株当たりの払込金額（以下、

「行使価額」という。）に付与株式数を乗じた金額

とする。

　行使価額は、新株予約権を割り当てる日（以下、

「割当日」という。）の属する月の前月の各日（取

引が成立しない日を除く）のジャスダック証券取引

所における当社普通株式の普通取引の終値の平均値

（終値のない日数を除く。）に1.05を乗じた金額と

し、１円未満の端数は切り上げる。但し、その価額が

割当日の前日の終値（当日に取引が成立しない場合

は、それに先立つ直近日の終値）を下回る場合は、当

該終値を行使価額とする。

　なお、割当日以降、当社が当社普通株式の株式分割

または株式併合を行う場合は、次の算式により行使

価額を調整し、調整により生じる１円未満の端数は

切り上げる。

調整後

行使価額
＝
調整前

行使価額
×

１

株式分割（または株式併合）の比率
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前事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

当事業年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

 　また、割当日以降、当社が当社普通株式について時

価を下回る価額で新株式の発行または自己株式の処

分を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、

調整により生じる１円未満の端数は切り上げる。

　但し、新株式の発行または自己株式の処分が、新株

予約権の行使により行われる場合は、行使価額の調

整は行わない。

    

既発行

株式数 ＋

新規

発行

株式数

×

１株当たり

払込金額

調整後

行使価額
＝
調整前

行使価額
×

新規発行前の株価

既発行株式数 ＋ 新規発行株式数

　なお、上記算式において、「既発行株式数」とは当

社の発行済普通株式数から当社の保有する普通株式

にかかる自己株式数を控除した数とし、また、自己株

式を処分する場合には、「新規発行株式数」を「処

分する自己株式数」に、「新規発行前の株価」を

「処分前の株価」に読み替えるものとする。

③新株予約権を行使することができる期間

　平成22年６月26日から平成30年６月25日までの範

囲内で、取締役会において決定するものとする。

④新株予約権の行使により株式を発行する場合に増加

する資本金及び資本準備金に関する事項

ⅰ．新株予約権の行使により株式を発行する場合に増

加する資本金の額は、会社計算規則第40条第１項

の規定に従い算出される資本金等増加限度額の２

分の１の金額とし、計算の結果生じる１円未満の

端数は、これを切り上げるものとする。

ⅱ．新株予約権の行使により株式を発行する場合に増

加する資本準備金の額は、上記ⅰ．に定める資本

金等増加限度額から上記ⅰ．に定める増加する資

本金の額を減じた額とする。

⑤譲渡による新株予約権の取得の制限

　譲渡による新株予約権の取得については、取締役会

の承認を要する。

⑥新株予約権の取得事由及び条件

　当社が消滅会社となる合併契約が株主総会で承認

された場合、当社が分割会社となる分割契約もしく

は分割計画が株主総会で承認された場合、または当

社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移

転計画が株主総会で承認された場合には、当社は、取

締役会が別途定める日に、無償で新株予約権を取得

することができる。
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前事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

当事業年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

 ⑦組織再編における新株予約権の消滅及び再編対象会

社の新株予約権の交付の内容に関する事項

　当社が、合併（当社が合併により消滅する場合に限

る。）、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転

（以上を総称して以下、「組織再編行為」という。）

をする場合において、組織再編行為の効力発生の直

前において残存する新株予約権（以下、「残存新株

予約権」という。）を有する新株予約権者に対し、そ

れぞれの場合につき、会社法第236条第１項第８号イ

からホまでに掲げる株式会社（以下、「再編対象会

社」という。）の新株予約権を以下の条件に基づき

それぞれ交付することとする。

　この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再

編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとす

る。

　但し、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約

権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸

収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移

転計画において定めることを条件とする。

ⅰ．交付する再編対象会社の新株予約権の数

　新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と

同一の数をそれぞれ交付するものとする。

ⅱ．新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種

類

　再編対象会社の普通株式とする。

ⅲ．新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数

　組織再編行為の条件等を勘案の上、上記①に準じ

て決定する。

ⅳ．新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

　交付される各新株予約権の行使に際して出資さ

れる財産の価額は、上記②で定められる行使価額

を組織再編行為の条件等を勘案の上、調整して得

られる再編後払込金額に上記ⅲ．に従って決定さ

れる当該新株予約権の目的である再編対象会社の

株式の数を乗じて得られる金額とする。

ⅴ．新株予約権を行使することができる期間

　上記③に定める新株予約権を行使することがで

きる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日の

うちいずれか遅い日から、上記③に定める新株予

約権を行使することができる期間の満了日までと

する。

ⅵ．新株予約権の行使により株式を発行する場合に増

加する資本金及び資本準備金に関する事項

　上記④に準じて決定する。

ⅶ．譲渡による新株予約権の取得の制限

　譲渡による新株予約権の取得については、再編対

象会社の取締役会の承認を要する。

ⅷ．新株予約権の取得事由及び条件

　上記⑥に準じて決定する。
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前事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

当事業年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

 ⑧新株予約権の行使により生じる１株に満たない端数の

取扱い

　新株予約権を行使した新株予約権者に交付する株式の

数に１株に満たない端数がある場合には、これを切り捨

てるものとする。

 　当社は、平成20年６月25日開催の定時株主総会におい

て、会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づき、

当社の役員に対し株式報酬型ストックオプションとして

発行する新株予約権の募集要綱の決定を取締役会に委任

することを決議いたしました。その概要は次のとおりで

あります。

　(1) 新株予約権の数の上限

　新株予約権300個を上限とする。

　(2) 新株予約権と引換えに払込む金銭

　新株予約権につき、金銭の払込みを要しないことと

する。

 　(3) 新株予約権の内容

　①新株予約権の目的である株式の種類及び数

　当社普通株式300株を上限とする。

　新株予約権１個当たりの目的である株式の数（以

下、「付与株式数」という。）は１株とする。なお、本

総会における決議の日（以下、「決議日」という。）

以後、当社が、当社普通株式につき、株式分割（当社

普通株式の株式無償割当てを含む。以下、同様。）ま

たは株式併合を行う場合は、次の算式により付与株

式数を調整し、調整の結果生じる１株に満たない端

数はこれを切り捨てるものとする。

調整後付与株式数＝調整前付与株式数×

　　　　　　　　　　　株式分割（または株式併合）の比率

　また、上記のほか、決議日以降、付与株式数の調整を

必要とするやむを得ない事由が生じたときは、合理

的な範囲で付与株式数を調整する。

②新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

　各新株予約権の行使に際して出資される財産の価

額は、新株予約権を行使することにより交付を受け

ることができる株式１株当たりの払込金額を１円と

し、これに付与株式数を乗じた金額とする。

③新株予約権を行使することができる期間

　平成20年６月26日から平成40年６月25日までの範

囲内で、取締役会において決定するものとする。

④新株予約権の行使により株式を発行する場合に増加

する資本金及び資本準備金に関する事項

ⅰ．新株予約権の行使により株式を発行する場合に増

加する資本金の額は、会社計算規則第40条第１項

の規定に従い算出される資本金等増加限度額の２

分の１の金額とし、計算の結果生じる１円未満の

端数は、これを切り上げるものとする。
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前事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

当事業年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

 ⅱ．新株予約権の行使により株式を発行する場合に増

加する資本準備金の額は、上記ⅰ．に定める資本

金等増加限度額から上記ⅰ．に定める増加する資

本金の額を減じた額とする。

⑤譲渡による新株予約権の取得の制限

　譲渡による新株予約権の取得については、取締役会

の承認を要する。

⑥新株予約権の行使により生じる１株に満たない端数

の取扱い

　新株予約権を行使した新株予約権者に交付する株

式の数に１株に満たない端数がある場合には、これ

を切り捨てるものとする。

⑦その他の新株予約権の行使の条件

ⅰ．新株予約権者は、上記③の期間内において、当社の

役員がその地位を喪失した日の翌日から新株予約

権を行使できるものとする。但し、当社の取締役会

において相当の理由があると判断した場合は、役

員在任中の権利行使を認めるものとする。

ⅱ．新株予約権１個当たりの一部行使はできないもの

とする。
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④【附属明細表】

【有価証券明細表】

 　       【株式】

銘柄 株式数（株）
貸借対照表計上額
（千円）

投資有価証券 その他有価証券 ㈱不動産信用保証 300 3,000

計 300 3,000

　　　　　【債券】

銘柄 券面総額（千円）
貸借対照表計上額
（千円）

長期差入有価証券
満期保有目的の

債券
第276回利付国庫債券 10,000 10,051

計 10,000 10,051

　　　　　【その他】

種類及び銘柄 投資口数等（口）
貸借対照表計上額
（千円）

投資有価証券 その他有価証券
北仲総合開発特定目的会社

優先出資証券
2,400 160,000

投資有価証券 その他有価証券

東京デベロップメントサード特

定目的会社

優先出資証券

12,000 600,000

計 14,400 760,000

【有形固定資産等明細表】

資産の種類
前期末残高
（千円）

当期増加額
（千円）

当期減少額
（千円）

当期末残高
（千円）

当期末減価償
却累計額又は
償却累計額
（千円）

当期償却額
（千円）

差引当期末残
高
（千円）

有形固定資産        

建物 83,866 5,050 － 88,916 7,414 2,204 81,501

工具器具備品 31,583 2,340 12,622 21,301 11,805 5,245 9,495

土地 68,732 － － 68,732 － － 68,732

有形固定資産計 184,182 7,390 12,622 178,949 19,219 7,449 159,730

無形固定資産        

ソフトウェア 766 142 － － － 294 614

電話加入権 436 － － － － － 436

無形固定資産計 1,203 142 － － － 294 1,051

【引当金明細表】

区分
前期末残高
（千円）

当期増加額
（千円）

当期減少額
（目的使用）
（千円）

当期減少額
（その他）
（千円）

当期末残高
（千円）

賞与引当金 20,156 44,728 20,156 － 44,728

役員賞与引当金 － 30,000 － － 30,000
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（２）【主な資産及び負債の内容】

①　資産の部

イ．現金及び預金

区分 金額（千円）

現金 755

預金の種類  

当座預金 806

普通預金 1,638,996

定期預金 100,000

小計 1,739,802

合計 1,740,558

ロ．売掛金

(イ）相手先別内訳

相手先 金額（千円）

一般顧客 847

合計 847

(ロ）売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

前期繰越高
（千円）

当期発生高
（千円）

当期回収高
（千円）

次期繰越高
（千円）

回収率（％） 滞留期間（日）

(A) (B) (C) (D)
(C)

─────
(A) ＋ (B)

×100

(A) ＋ (D)
─────
２

──────
(B)

─────
366

12,112 16,548,530 16,559,795 847 99.9 0.1

　（注）　当期発生高には消費税等が含まれております。

ハ．販売用不動産

種別 地域別 戸数 金額（千円）

中高層住宅 東京 37.3 2,317,976

合計 － 37.3 2,317,976

ニ．仕掛品

(イ）科目別内訳

科目 面積（千㎡） 金額（千円）

土地仕掛品 23.9 14,327,423

（鳥居坂、上北沢、月島 他）   

建物仕掛品 － 2,173,262

（赤坂２丁目、千歳台 他）   

合計 － 16,500,685

(ロ）地域別内訳
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地域別
面積（千㎡）

金額（千円）
土地 建物

東京都 23.9 － 16,494,839

神奈川県 － － 5,846

合計   16,500,685

②　負債の部

イ．買掛金

相手先 金額（千円）

前田建設工業㈱ 306,052

松井建設㈱ 232,425

㈱大林組 105,000

東芝テクノネットワーク㈱ 32,745

㈱アーキエムズ 30,450

その他 58,436

合計 765,109

ロ．1年以内返済予定の長期借入金

相手先 金額（千円）

㈱三菱東京ＵＦＪ銀行 300,000

㈱三井住友銀行 2,800,000

合計 3,100,000

ハ．前受金

相手先 金額（千円）

一般顧客 1,940,330

合計 1,940,330

ニ．預り金

相手先 金額（千円）

森ビル㈱ 1,000,000

一般顧客 206,489

その他 72

合計 1,206,561

ホ．長期借入金

相手先 金額（千円）

㈱あおぞら銀行 5,700,000

㈱りそな銀行 1,940,000

㈱三菱東京ＵＦＪ銀行 1,900,000
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相手先 金額（千円）

合計 9,540,000

（３）【その他】

　該当事項はありません。
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第６【提出会社の株式事務の概要】

事業年度 ４月１日から３月31日まで

定時株主総会 ６月中

基準日 ３月31日

株券の種類 10株券　１株券

剰余金の配当の基準日
９月30日

３月31日

１単元の株式数 －

株式の名義書換え  

取扱場所
東京都千代田区丸の内一丁目４番４号

住友信託銀行株式会社　証券代行部

株主名簿管理人
大阪市中央区北浜四丁目５番33号

住友信託銀行株式会社

取次所 住友信託銀行株式会社　全国本支店

名義書換手数料 無料

新券交付手数料 無料

端株の買取り  

取扱場所
東京都千代田区丸の内一丁目４番４号

住友信託銀行株式会社　証券代行部

株主名簿管理人
大阪市中央区北浜四丁目５番33号

住友信託銀行株式会社

取次所 住友信託銀行株式会社　全国本支店

買取手数料 株式の売買の委託に係る手数料相当額として別途定める金額

公告掲載方法

 当社の公告方法は、電子公告により行う。ただし、電子公告を行うことがで

きない事故その他やむを得ない事由が生じたときは、日本経済新聞に掲載

して公告する。

公告掲載URL

http://www.sunwood.co.jp/ir/

株主に対する特典 該当事項はありません。

　（注）当社は、旧商法第220条の２第１項に規定する端株原簿を作成しております。
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第７【提出会社の参考情報】

１【提出会社の親会社等の情報】

 　 当社は、親会社等はありません。

２【その他の参考情報】

　　当事業年度の開始日から有価証券報告書提出日までの間に、次の書類を提出しております。

　(1）有価証券報告書及びその添付書類

　　事業年度（第11期）（自　平成18年４月１日　至　平成19年３月31日）平成19年６月29日関東財務局長に提出。

　(2）有価証券届出書（一般募集及びオーバーアロットメントによる売出しによる増資）及びその添付書類

　　平成19年７月25日関東財務局長に提出。

　(3）有価証券届出書の訂正届出書

　　平成19年８月２日関東財務局長に提出。

　　　平成19年７月25日提出の有価証券届出書に係る訂正報告書であります。

　(4）有価証券報告書の訂正報告書

　　平成19年９月25日関東財務局長に提出。

事業年度（第11期）（自　平成18年４月１日　至　平成19年３月31日）の有価証券報告書に係る訂正報告書でありま

す。

　(5）半期報告書

　　（第12期中）（自　平成19年４月１日　至　平成19年９月30日）平成19年12月14日関東財務局長に提出。
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第二部【提出会社の保証会社等の情報】

　該当事項はありません。
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独立監査人の監査報告書

 平成19年6月28日

株式会社サンウッド  

 取締役会　御中    

 みすず監査法人  

 
指定社員

業務執行社員
 公認会計士 笹本　憲一

 
指定社員

業務執行社員
 公認会計士 吉澤　祥次

　当監査法人は、証券取引法第193条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている株式会社サ

ンウッドの平成18年4月1日から平成19年3月31日までの連結会計年度の連結財務諸表、すなわち、連結貸借対照表、連結損益

計算書、連結株主資本等変動計算書、連結キャッシュ・フロー計算書及び連結附属明細表について監査を行った。この連結

財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から連結財務諸表に対する意見を表明することにあ

る。

　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法

人に連結財務諸表に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。監査は、試査を基礎として

行われ、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての連

結財務諸表の表示を検討することを含んでいる。当監査法人は、監査の結果として意見表明のための合理的な基礎を得たと

判断している。

　当監査法人は、上記の連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、株式会社

サンウッド及び連結子会社の平成19年3月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する連結会計年度の経営成績及び

キャッシュ・フローの状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

追記情報

　重要な後発事象に記載されているとおり、会社は特定プロジェクトに関する銀行団からの総額57億円の借入契約に係る財

務制限条項の要件に抵触した。そのため、平成19年4月26日に定期預金（400,000千円）を同借入契約に基づく借入金の担保

として供している。また、新たに上記資産を担保に供することで、同借入契約に基づく未借入分である22億8千万円の借入を

平成19年4月27日に実行した。

　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以　　上

　（※）上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（有価証券報告書提出会

社）が別途保管しております。
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独立監査人の監査報告書

 平成20年６月25日

株式会社サンウッド  

 取締役会　御中    

 監査法人Ａ＆Ａパートナーズ  

 
指定社員

業務執行社員
 公認会計士 笹本　憲一

 
指定社員

業務執行社員
 公認会計士 中井　義己

　当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている

株式会社サンウッドの平成19年４月１日から平成20年３月31日までの連結会計年度の連結財務諸表、すなわち、連結貸借対

照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書、連結キャッシュ・フロー計算書及び連結附属明細表について監査を

行った。この連結財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から連結財務諸表に対する意見を表

明することにある。

　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法

人に連結財務諸表に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。監査は、試査を基礎として

行われ、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての連

結財務諸表の表示を検討することを含んでいる。当監査法人は、監査の結果として意見表明のための合理的な基礎を得たと

判断している。

　当監査法人は、上記の連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、株式会社

サンウッド及び連結子会社の平成20年３月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する連結会計年度の経営成績及び

キャッシュ・フローの状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

追記情報

１．重要な後発事象に記載されているとおり、提出会社は平成20年６月25日開催の定時株主総会において、会社の従業員

に対しストックオプションとして発行する新株予約権の募集要綱の決定を取締役会に委任することを決議した。

２．重要な後発事象に記載されているとおり、提出会社は平成20年６月25日開催の定時株主総会において、会社の役員に

対し株式報酬型ストックオプションとして発行する新株予約権の募集要綱の決定を取締役会に委任することを決議し

た。

　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以　　上

　（※）上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（有価証券報告書提出会

社）が別途保管しております。
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独立監査人の監査報告書

 平成19年6月28日

株式会社サンウッド  

 取締役会　御中    

 みすず監査法人  

 
指定社員

業務執行社員
 公認会計士 笹本　憲一

 
指定社員

業務執行社員
 公認会計士 吉澤　祥次

　当監査法人は、証券取引法第193条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている株式会社サ

ンウッドの平成18年4月1日から平成19年3月31日までの第11期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株

主資本等変動計算書及び附属明細表について監査を行った。この財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は

独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。

　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法

人に財務諸表に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。監査は、試査を基礎として行わ

れ、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸

表の表示を検討することを含んでいる。当監査法人は、監査の結果として意見表明のための合理的な基礎を得たと判断して

いる。

　当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、株式会社サン

ウッドの平成19年3月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績をすべての重要な点において適

正に表示しているものと認める。

追記情報

　重要な後発事象に記載されているとおり、会社は特定プロジェクトに関する銀行団からの総額57億円の借入契約に係る財

務制限条項の要件に抵触した。そのため、平成19年4月26日に定期預金（400,000千円）を同借入契約に基づく借入金の担保

として供している。また、新たに上記資産を担保に供することで、同借入契約に基づく未借入分である22億8千万円の借入を

平成19年4月27日に実行した。

　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以　　上

　（※）上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（有価証券報告書提出会

社）が別途保管しております。

EDINET提出書類

株式会社サンウッド(E04001)

有価証券報告書

98/99



独立監査人の監査報告書

 平成20年６月25日

株式会社サンウッド  

 取締役会　御中    

 監査法人Ａ＆Ａパートナーズ  

 
指定社員

業務執行社員
 公認会計士 笹本　憲一

 
指定社員

業務執行社員
 公認会計士 中井　義己

　当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている

株式会社サンウッドの平成19年４月１日から平成20年３月31日までの第12期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、

損益計算書、株主資本等変動計算書及び附属明細表について監査を行った。この財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監

査法人の責任は独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。

　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法

人に財務諸表に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。監査は、試査を基礎として行わ

れ、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸

表の表示を検討することを含んでいる。当監査法人は、監査の結果として意見表明のための合理的な基礎を得たと判断して

いる。

　当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、株式会社サン

ウッドの平成20年３月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績をすべての重要な点において適

正に表示しているものと認める。

追記情報

１．重要な後発事象に記載されているとおり、会社は平成20年６月25日開催の定時株主総会において、会社の従業員に対

しストックオプションとして発行する新株予約権の募集要綱の決定を取締役会に委任することを決議した。

２．重要な後発事象に記載されているとおり、会社は平成20年６月25日開催の定時株主総会において、会社の役員に対し

株式報酬型ストックオプションとして発行する新株予約権の募集要綱の決定を取締役会に委任することを決議した。

　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以　　上

　（※）上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（有価証券報告書提出会

社）が別途保管しております。
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